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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

学部・研究科名称：法学部 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所

法学部は、本学の理念・目的に照らし、「法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象に

かかる教育研究」（中央大学学則第３条の２（１））を行うべく、法学・政治学の体系的理解

に基づいて現代に生起する様々な課題を把握・分析し、解決に結びつける人材の養成を教育

目標としている。この教育目標に基づき、法化社会、グローバル社会という現代の諸状況を

前提に、法律学科、政治学科、国際企業関係法学科の３学科により構成されている。 

2023 年 4 月の茗荷谷キャンパス移転から 3 年目に入った。移転に合わせて改正した現カ

リキュラムでは、主に初年次教育の改革とグローバル科目の位置付けを明確化したほか、都

心３キャンパス（法学部、理工学部、国際情報学部）の共同開講科目を設置したが、そのう

ち「学際最前線」が今年度から開講し、その体系が完成しつつある。 

教育面においては、これまで多くの法律家を輩出してきた「法科の中央」として、次世代

の法曹養成のための法曹一貫教育プログラムを 2019 年度入学生より開始し、駿河台キャン

パスとの立地の近さを活かし、ロースクール教員による学部授業を始めとした Law＆Law 教

育の展開や実務家との連携を深めている状況である。科学技術が進展する中で、技術を社会

で実装し活用するために、法的な基礎知識、あるべき法のあり方を考える幅広く深い教養は

必須であり、将来を担う次世代への法学教育の必要性は益々高まっている。 

学生生活支援体制については、茗荷谷キャンパスの建物構造を活かした「ワンストップ・

サービス」の拠点として設置した茗荷谷スチューデント・ハブ（Myogadani Student Hub）

（以下、「MSH」）を中心に、学生の窓口対応のみならず、学生有志による交流イベント、ダ

イバーシティセンターやボランティアセンターのイベント実施など、単一学部キャンパス

ならではのフットワークの軽さを活かした企画を実施している。 

学生募集面では、キャンパス移転以降志願者数は漸増を続けている一方で、多摩キャンパ

ス時代とは異なる併願傾向が見られるようになってきており、大学が密集する都心におい

ても、引き続き「法科の中央」としての存在感を示せるよう諸施策を進めていく。 

②改善すべき課題・今後の対応方策

まず正課教育については、引き続き文理横断型の科目の運営・検証に加え、2026 年度開

講予定の「卒業研究」について、諸条件を整理し開講に向けた最終的な準備を進めていく段

階である。一方で、現カリキュラムでは、主に施設面の制約から学生の行動変化が想定しに

くく、一部の科目改正に留まったのみであった。次のステップとして、社会が求める養成す

る人材像の変化や情報化の進展を踏まえつつ、都心キャンパスでの新たな法学部教育を社
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会に対して示すため、茗荷谷での完成年度後の 2027 年度にカリキュラム改正を行うべく検

討を加速させる必要がある。 

学生生活支援については、MSH における学生支援体制の更なる検討があげられる。単一学

部の身軽さがある一方で、他学部生との交流が、多摩と比較して少なくなる傾向がある。ま

た、全ての学生支援部署が茗荷谷に常駐している状況ではないため、MSH で一部業務の一次

対応を行っている。学生に対するワンストップ・サービスの質の維持向上のため、組織とし

ての支援体制を、なお整える必要がある。 

学生募集については、茗荷谷移転以来志願者は漸増を続けている一方で、大学入試共通テ

ストをはじめとする新課程対応に伴う出願・受験動向の変化や年内入試人気の増加等、外的

な変動要因が多いため、引き続き動向を注視しつつ、将来的な人口減少も見据えた法学部と

しての入学者選抜方針の検討が必要である。 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

大きな方向性としては、引き続き現カリキュラムにおける文理横断型科目等の具体的な

施策を進めながら、中長期的な観点から新たな法学部の教育内容について検討を行う。この

際、３つのポリシーを意識しながら学生募集の観点も含める。また、学生支援体制について

は、枠組みは整ったものの、具体的な施策や学生満足度の向上という点では途上段階である

ため、体制整備に力点を置く。これらを踏まえ以下の施策を進めることとする。 

（１）都心 3 学部共同開講科目の完成と検証

都心 3学部共同開講科目は、都心にキャンパスがある法学部・理工学部・国際情報学部が

教育・研究の両面にわたって連携し、いわゆる文理融合、異分野融合を進めることで、中央

大学の存在感をより高めていくことを期待して設置された。2023 年度開講の「学問最前線

（1年次配当）」に加えて、今年度新たに「学際最前線（3年次配当）」を開講した。 

「学際最前線」は遠隔授業での事前学習を踏まえたうえで 3日間・3キャンパスでの対面

形式での集中講義として行われ、今年度の法学部教員担当回では「自律型致死兵器システム

をどう考えるか」「理想の上司は AI？」といったテーマを取り上げる。自らの学問分野にお

ける専門的知識を身に付けつつある学生が、他学部の学生とも協働しながら異なる学問分

野からのアプローチを学び、分野横断的で学際的な問題解決力の涵養を目指す。 

法学部は「学問最前線」「学際最前線」の開講に関する 3 学部のとりまとめを行っており、

法学部教務委員会の下に設置している都心 3 学部共同開講科目検討ワーキンググループに

おいて、「学際最前線」の初年度科目運営及び両科目の検証を進める。 

（２）茗荷谷キャンパスでの新たな法学教育を明確に示すための議論の加速

移転から 3年目となり、新キャンパスでの教育が定着しつつある中で、更なる可能性や課

題点が双方出てきている。そこで、法学部の将来を見据え、新たな法学部教育を社会に対し
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て明確に示していくことを目的とし、茗荷谷移転後 4年が経過する 2027 年度をマイルスト

ーンとして、カリキュラム改正に向けた検討を進める。2024 年度は各学科運営員会及びカ

リキュラム検討ワーキンググループによる検討を踏まえ、将来構想委員会において中間と

りまとめを行った。2025 年度はこれを始点とし、引き続き将来構想委員会を中心に、各学

科から提起された課題のみならず学科横断的なプログラムも含め、学部全体での調整・議論

を進めて行く。 

 

（３）入試制度の検証及び法学部独自のスカラシップ制度見直し 

都心移転を契機に延べ志願者数および実志願者数が増加している一方で、学科または入

試形態により、レベル維持（あるいは向上）と入学手続率の観点から、定員充足について依

然読みにくい状況が続いている。経年での変化に加えて外的要因も把握しつつ、今後、カリ

キュラムの議論を進める中で、これらの教育を提供するために入学時点で必要となる学力

を改めて点検し、現行入試制度についての見直しの有無を並行して検討する。 

また、法学部独自で設けている「入学時成績優秀者スカラシップ制度」については、2024

年度の入試制度検討委員会において慎重に検討を重ねた結果、当初の予定を 1 年繰り下げ

て 2027 年度入試からの新制度移行を目指すこととし、引き続き入試制度検討委員会にて見

直し案をまとめ、諸手続を進めて行く。 

 

（４）茗荷谷の学生生活支援体制の拡充 

学生課外活動等での茗荷谷施設等利用について、学友会、学生生活課等と連携して茗荷谷

連携協議会（仮称）の設置に向けた検討を引き続き進める。また、学生同士のコミュニケー

ションをさらに促進することを目的とし、具体的な企画を検討し、実施する。例えば、学生

の自発的な課外活動を対象に支給する「やる気応援奨学金」受給者との座談会や留学生との

交流など、授業の延長上にある学びの形に触れる機会を提供する。法学部学生支援委員会の

もとに置かれた「茗荷谷スチューデント・ハブ学生支援検討ワーキンググループ」（以下、

学生支援 WG）において具体的な検討を進め、実施に当たっては、学生支援 WG のもと、2023

年度に立ち上げた学生アドバイザーの団体「茗荷谷スチューデント・ハブ学生スタッフ（通

称、MSHSS（Myogadani Student Hub Student Staff））」と連携し、諸施策を進める。 

 

以 上  
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：経済学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

経済学部の特長は、常に時代の変化を先取りし、教育方法やカリキュラム、学科を再編し

てきた先進性にある。建学の精神である「實地應用ノ素ヲ養フ」教育を基本に、日本有数の

規模を誇る経済学部として 4学科を擁し、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理

的思考をもって社会を改善していく資質を有する人材を養成している。 

 

当学部では「ゼミナール」、「グローバル人材育成」、「キャリア教育」の、３つの実践教育

を柱とした教育を行っている。 

2025 年度のゼミナール（専門演習２）は 57 講座を開講しており、ゼミ生はプロジェクタ

ーや無線 LAN 等の設備を備えた専用のゼミ室を、授業時間以外でも多目的に使用しながら、

学修を深めることができる。当学部生が構成員である経済学部ゼミナール連合会は、毎年 3

年次のゼミを対象とした経済学部プレゼンテーション大会を主催し、ゼミでの研究結果を

報告しあう場を提供することで、ゼミ間の学術交流を支援してきた。 

グローバル人材育成に関しては、「海外インターンシップ演習・実習」を開講し、ロサン

ゼルス白門会、シンガポール白門会、バンコク白門会など海外の白門会支部（卒業生組織）

と連携し、学生が海外で活躍する学員を訪れ、外国での就労・生活を体験できるプログラム

やオンラインで現地の学員と交流を図れるプログラムを実施している。また、学生の多様な

ニーズに応えるべく、2025 年度からはオーストラリアコースを新設し、更なる充実を図っ

ている。 

キャリア教育としては、民間企業６社との連携による PBL 型授業「ビジネス・プロジェク

ト講座」を開講し、大学１年生の動機付けとなる実践的な学びを提供しており、2023 年度

からは自治体クラス 1講座を開講している。また、「インターンシップ」では学生が将来の

目標に合わせてプログラムを選択できるよう民間企業、自治体、さまざまな受入先を用意し

ている。 

また、国内外での地域連携として、地域イノベーション・マネジメントに携わる人材の育

成をめざし、従来の演習科目等による企業・自治体・NPO等と連携した国内、海外調査・研

修活動を発展させる授業科目として「グローカル・フィールド・スタディーズ」を設置して

いる。2019 年度からは、岩手県一般社団法人遠野みらい創りカレッジと包括連携協定を締

結し、次世代リーダーの育成を目的とした、キャリア教育も展開している。これらにより、

ゼミを軸にグローバル人材育成とキャリア教育とを有機的に結びつけている。 

さらに近年は入学前教育にも注力しており、入試・高大接続改革を行ってきた。2023 年
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７月には、『高校生からの経済入門』（2017 年８月編集）の第２弾として、『やっぱり経済学

は面白い！ ―高校の勉強ってどう役立つの？』を出版したが、本書は経済学部の教員と附

属４高校の教員が双方向で協力して製作し、高校で学ぶ各教科と大学の学びを結びつける

新たな高大連携の形をとっている。これをテキストとして、附属高校からの進学決定者を対

象に、グループワークによる研究発表会を実施している。 

また、中央大学高等学校とは「中央大学経済学部・中央大学高大連携協議会」を設置し、

様々な連携企画を実施してきている。そのほか、附属生に限らず、高校生が大学の学びを体

感し、将来の学部選択に役立ててもらうことを目的にした制度として、正規科目である「経

済入門」を高校生にも開放する科目等履修生制度を設けている。高大接続入学試験では、当

制度により「経済入門」を履修し、Ａ評価以上の成績の修得を出願資格の１つとしている。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

近年の入学試験の結果においては、コロナ禍を経て、2025 年度については入学手続率が

回復している。しかし、2023 年度の収容定員に対する在籍学生数比率について、公共・環

境経済学科で 1.29 と高くなってしまったため、改善に取り組んでいる。当該学科に限らず、

学部全体の適正な入学者数確保と定員管理を目指すため、経済学部入試委員会および経済

学部合否決定委員会において、昨今の受験生の手続き動向を慎重に検証し、これまでより一

層慎重な合否判定を行い、課題の改善に努めている。 

また、カリキュラムに関しては、単位の実質化への取り組みが求められており、他学部と

比較して各年次の履修登録上限単位数が多かったため、2024 年度入学生以降、49 単位に引

き下げた。また、学生が系統的に各科目を履修することの重要性を認識し、履修系統図の実

質化を課題として、カリキュラム改善委員会を中心に「履修系統図実質化およびクラスタ

ー・学科・学部改革」に取り組んできた。検討を重ねた結果、2027 年 4 月に学科を再編し、

現行の 4 学科を専門領域別の 2 学科とすることで、系統履修の実質化を図り、それぞれの

学科の教育目的をより確実に実現できる体制とすることとしている。 

  

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

二大キャンパス体制の形成という本学全体の方向性において、多摩キャンパスで当学部

がどのようなプレゼンスを示せるかが、引き続き重要な課題であり、経済学部の特長である

3つの実践教育（「ゼミナール」、「グローバル人材育成」、「キャリア教育」）のさらなる深化

に取り組んでいる。 

また、上述の通り、学生が系統的に各科目を履修することの重要性を認識して、現行の履

修系統図を実質化すべくカリキュラム自体の改編と、それに合わせた学科の再編を射程に

入れた学部改革案を検討してきたが、20207 年度 4月に、経済学科と社会経済学科（いずれ

も仮称）の 2学科に再編することを目指している。 

加えて、教員体制について、任期制を除く現在の専任教員数は 91 人であるが、学部運営、
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教育面のさらなる充実の観点からも、教員組織を強化すべく、ST 比の向上や適正な年齢バ

ランスを目指して、継続して専任教員の新規採用を行っていく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：商学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

商学部では経営学科、会計学科、国際マーケティング学科、金融学科の４学科体制

のもと、体系的なカリキュラムを展開し、現実の問題を的確に見出す能力（問題発見

力）と、それを実践的に解決する能力（問題解決力）を身につけることを重視した実学教

育のもと、広く豊かな学識と優れた専門能力を有し、ビジネスをはじめとする各分野を通

じて社会に貢献できる人材養成を目指している。 

 カリキュラム上の特色としては、以下の事項が挙げられる。 

・導入教育の徹底 

 １年次から商学分野全般に関する基礎的知識の修得を促す「商学部スタンダード科目」

を設置している。各学科における学修の入門として位置づけられる科目（アカウンティン

グ入門、マネジメント入門、マーケティング入門、マネー＆ファイナンス入門）の充実を

図っている。 

・企業と連携したアクティブ・ラーニング・Project-Based Learning の展開 

企業経営上の実際の課題の解決に学生が取り組む「ビジネス・プロジェクト講座」、企

業や自治体と連携することにより地域社会が抱える課題の解決に取り組む「ソーシャル・

アントレプレナーシップ・プロジェクト／チャレンジ」など、単に知識を学ぶだけでな

く、実際に活用する場を提供するアクティブ・ラーニングを積極的に展開している。 

・プログラム科目による実践的な学修 

2019 年度に再編されたプログラム科目は、キャリア形成に直結する実践的な学修を行う

ことを目的として、資格取得や地域の課題解決を目的とした商品・サービス開発に挑戦で

きるように設置している科目である。 

・自立した社会人・職業人として自己実現を目指すためのキャリア教育の重視 

 上記の企業との連携の下で展開する科目のほか、中央大学出身の経済人により組織され

た親睦団体である南甲倶楽部との協力講座「総合講座（働くこと入門）」、「特殊講義（資

産運用ビジネス論）SMBC 日興証券グループ協力講座」など、各界の最前線で実務に携わる

ビジネスエキスパートを招聘した講座を開講している。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

・プログラム科目について、２つのプログラムが 2026 年度入学生から募集停止となるこ

とに伴い、現在の体制を見直し、商学部のディプロマ・ポリシー（DP）及びカリキュラ

ム・ポリシー（CP）を体現できる新たなプログラムを構築することが喫緊の課題となって
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いる。 

・専任教員の採用に関しては原則として公募制を採り、広く門戸を開いているが、女性教

員の在職割合は低い。この対応として、2023 年度の商学部将来構想検討委員会と人事委員

会の共同で提案され、教授会で承認された方針「商学部におけるジェンダーバランスの是

正に向けて」に基づき、2024 年度実施の教員公募から、募集要項に女性の応募者拡大を目

的とした記載を設けている。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

商学部における教育活動については、上述以外にも FD 活動等を通じ、学科カリキュラ

ムの在り方等について教務委員会を中心に取り組んでいる。さらなる教育の質の向上を目

的として 2026 年度以降の入学生へ提供する教育課程の一部改正に着手し、まずはこれま

での学部教育課程と DP、CP との整合性について部会ごとに検証しているところである。 

本学部の学位授与の方針に定める「卒業するにあたって備えるべき知識・能力・態度」

に関する学修成果の把握を行うことを目的として、2022 年度に「商学部の教育課程におけ

る学修成果の把握に関する方針」を定めた。本方針に指標として挙げた各種データ、及び

学生・学修ポートフォリオを活用して学部の教育活動の改善につなげるべく、分析・検証

を行っていく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：理工学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

理工学部は、「理学および工学の分野に関する理論及び諸現象についての確実な知識と応

用力を身につけ、新しい課題への果敢な挑戦力と組織をまとめる卓越した交渉力を持ち、人

類共有の知的資産たる科学技術を継承し、自らの新発見の成果発表を通じて積極的に社会

貢献できる人材を養成する」ことをディプロマ・ポリシーに掲げている。また、現在 10学

科を有し、各学科はこの養成する人材像に沿った教育課程を編成し実施している。 

各学科・教室の教育方針やカリキュラムについては、学科・教室会議や C委員会（カリキ

ュラム委員会）で検討・議論を重ね、学科の特色を出しやすいという長所がある。さらに、

理工学部・理工学研究科としての課題を共有し推進していく仕組みとして、教授会や委員会

の下にワーキンググループを設置し、直面する課題の解決や将来計画を検討している。 

また、学科の一つである「経営システム工学科」を 2021 年度から「ビジネスデータサイ

エンス学科」に名称変更し、教育研究体制を強化した。ビジネスデータサイエンス学科では、

前身の経営システム工学科で蓄積した教育研究実績を礎に、徹底した PBL を通じて、①ビジ

ネス力、②データサイエンス力、③データエンジニアリング力を兼ね備えたデータサイエン

ティストの育成を目指している。なお、本学科新設と時を同じくして、大学全体でも 2021

年 4 月に文理問わず全学部生を対象とした「AI･データサイエンス全学プログラム」を開始

した。AI･データサイエンス分野をリテラシーから応用基礎レベルまで系統的に学修する機

会を提供し、大学全体で AI･データサイエンスの素養がある人材を輩出していく。 

さらに、2023 年 4 月の法学部の茗荷谷キャンパス（東京都文京区）移転によるアクセス

メリットを活かして、新たな学部横断型の科目として、2023 年度入学生から「学問最前線」

（1年次配当）、「学際最前線」（3年次配当）を開講した。本科目は、本学都心 3学部（法学

部、理工学部、国際情報学部）による文理横断型の共同開講科目であり、文系・理系の枠を

超えた領域のテーマについて、多角的な視点による講義を通じて、その先にある、これまで

見たことのない景色を見せ、知的好奇心を喚起することを目的としている。 

このように、AI･データサイエンス人材や文理横断型の人材を輩出していくことで、理工

学部はこれからも社会の負託に応えていく。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

科学技術に国境はなく、理工学の研究者はこれまでも国内外の研究者との交流を通じて

研究活動を活性化させ、最先端の知見を教育に還元することにより、社会の発展に寄与して

きた。それは本学理工学部・理工学研究科でも同様であり、不断の研究活動により研究力を
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向上させるとともに、学生の異文化理解や英語運用能力をも向上させ、毎年多くの教員と学

生が国際学会で発表し、卒業・修了後はグローバルに活躍している。 

一方、国際社会では、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を創出する精神（アン

トレプレナーシップ）を備えた人材の重要性がますます高まっている。さらに他方では、海

外はもとより、少子高齢化で人手不足が深刻化する国内においても、さまざまな特性や背景

を抱える人を含めたすべての人が生きがいや働きがいを持って、各々がその能力を発揮で

きる環境づくりが求められている。 

これまで理工学部では国際化を積極的に進めており、①2022 年度入試から英語外部検定

試験を利用した「理工グローバル入試」を導入したほか、②留学プログラムの増設、③グロ

ーバル化推進のための特任教員の任用、④グローバルラウンジの設置（留学相談、英語プレ

ゼン相談等に対応）、⑤継続的な英語学習サイクルの構築（TOEIC の実施等）、⑥CALL 教室の

改修による新たなアクティブラーニングの導入、⑦海外協定校の多角化(従来のアジアや欧

米に加え、アフリカ・ベナンや南米・ブラジルへの新たな展開)、と取り組んできた。加え

て、こうした社会の新たな潮流に対しても、⑧(理工学研究科での学びと連結した)「英語 6

年一貫教育」、⑨「アントレプレナーシップ教育」、⑩「ダイバーシティ&インクルージョン

(D&I)教育」を実施することで、柔軟に対応していく。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

・理工学部再編による新学部設置構想 

急速に技術革新が発展する現代社会において、教育研究上の特色に応じて養成する人材

像を明確に提示するとともに、独自のカリキュラムを策定及び実践することによって、多様

で複雑な社会の諸問題に対して、専門性を発揮して対応できる有為な理工系人材を輩出す

ることを目的として、現在の理工学部を再編し、2026 年度に新たに「基幹理工学部」「社会

理工学部」「先進理工学部」の理工系３学部を設置する構想案を策定した。学内審議を経て、

4月 30 日に文部科学省に設置届出を行った。 

なお、今般の学部再編にあっては、教員は新設する理工学術院に所属するものとし、3学

部一体による管理運営体制を志向している。 

・「国際化及びグローバル人材育成の取組の推進」 

理工学部では、アントレプレナーシップや D&I といったマインドを併せ持つグローバル

人材を社会に輩出すべく、(理工学研究科での学びと連結した)「英語 6年一貫教育」、「アン

トレプレナーシップ教育」、「D&I 教育」を実施していく。 

具体的に「英語 6 年一貫教育」では、博士課程前期課程における研究の集大成の一つとな

る国際学会での論文発表をゴールとし、学部 1年次から 6 年間、TOEIC 受験による英語学習

サイクルを基礎に、TOEIC スコアを活用して段階を踏んで英語運用能力を伸長できるよう科

目を設定している。学部科目としては、2024 年度入学生からは新科目「留学準備講座」「中

級英語試験講座」「上級英語試験講座」「アカデミック・コミュニケーション」「アカデミッ
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ク・R&W」を設置して、学生のニーズや英語運用能力に合わせた学びを提供している。また、

2026 年度入学生からは「グローバル・プログラム」を新設し、高度な言語スキル（英語運用

能力）を修得しながら、グローバルマインドやアカデミックスキルの醸成を図る。 

「アントレプレナーシップ教育」では、科目「グローバルアントレプレナーシップ入門」

「グローバルアントレプレナーシップ演習」にて最新の国際情勢やビジネスプラン作成の

基礎を学び、留学を通じて多様性や異文化を理解する取組を充実させるとともに、国内外関

係機関と連携して高度頭脳循環を興すグローバルエコシステムの構築を進めている。これ

らの科目は、他学部履修制度を活用して全学部生に、また他大学履修制度を活用してお茶の

水女子大学の全学部生に開放している。 

「D&I 教育」では、2024 年度から「ジェンダー･セクシュアリティ論Ⅰ」「ジェンダー･セ

クシュアリティ論Ⅱ」「多文化共生論」「障害学」を設置し、組織内で異なる背景を持つ人々

の多様性が尊重され、平等な環境で活躍できることを重視する姿勢を涵養する。これらの科

目は、他学部履修制度を活用して全学部生に、また他大学履修制度を活用してお茶の水女子

大学の全学部生に開放している。 

さらに、後楽園キャンパス 6号館 6707 号室を「後楽園ダイバーシティラウンジ（グロー

バルラウンジおよびイノベーションベースの機能含む）」として運営し、国際交流・D&I・ア

ントレプレナーシップに関する各種イベントを実施するとともに、D&I 教育では学習相談員

による授業時間外学習を実施している。 

このように理工学部では、①理工学の確固たる知識と教養を持ち、②高度な英語運用能力

と③新たな価値を創造する精神（アントレプレナーシップ）、そして④ダイバーシティ&イン

クルージョン(D&I)の精神、とを兼ね備えた人材の育成に取り組んでいく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：文学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

 文学部は 2006 年 4 月に人文社会学科に改組し、現在は 1 学科 13 専攻・1 プログラム(国

文学専攻、英語文学文化専攻、ドイツ語文学文化専攻、フランス語文学文化専攻、中国言語

文化専攻、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、社会情報

学専攻、教育学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラム)で構成されている。一つ

の学科の中に人文科学と社会科学を融合することによって、幅広い学問分野を有機的に学

び、幅広い教養と深い専門を身につけていくことを可能とする教育体制を構築しているこ

と、専攻を中心にきめ細かい少人数教育を実施していることが特色・長所といえる。この体

制で、「人間と社会を知ること」、つまり「人を読み解く力」を作ることが真の「実学」であ

るとの理念の下、研究・教育を行っている。 

 文学部のカリキュラムは、教育目標の中核に掲げる「人を読み解く力」を備えた人材の育

成に向け、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に掲げる「専門教育にお

ける知的訓練」を行うための科目として「専攻科目群」を、「幅広い視野と複眼的な発想」

を培うための科目として「総合教育科目群」を置き、さらに各専門分野の補完や連携を考慮

した「自由選択科目群」を置いた構成となっている。  

「総合教育科目群」と「自由選択科目」には、「初年次教育科目」として導入教育の役割

を果たす「大学生の基礎」、幅広い領域にわたる知識等を身につけることを目的に学際的な

諸問題を取り上げる「特別教養」、各専門の学習・研究の基盤形成を目途として多様な切口

から人間の営み全体を眺望できることを目指す「入門科目」、地球規模で活躍できる人材の

養成及び学生の外国語運用能力を含めたコミュニケーション能力の向上を図る「グローバ

ル・スタディーズ」、外国語のみで授業を行う「アカデミック外国語」「スキルアップ外国語」

などの特徴的な科目があり、学生の目的・興味・関心に応じることのできる多様性を持ちつ

つ、各学問分野における専門的かつ体系的な学びを保証している。これにより、2024 年度

文学部卒業生に対するアンケート調査では、「所属している学部・学科や専攻分野の専門的

知識」については約 87％、幅広い知識・教養については約 89％の学生が身についたと肯定

的に回答をしている。 

また、広範な領域を学べる文学部の利点を更に発展させるために、全専攻に関わりながら

自らの関心を深めていくことを目的とした「学びのパスポートプログラム」を 2021 年度に

開設した。このプログラムには２つの系統があり、学生は入学時に「社会文化系」または「ス

ポーツ文化系」のいずれかを選択する。入学者は「学びのパスポートプログラム」に４年間

所属し、領域横断的な学びを通して自ら課題を見つけ、多角的に学びを深めていく。2024 年
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度に完成年度を迎え、初めての卒業生を送り出したが、その就職先が幅広い業種にわたって

いたことから、おおむね教育の趣旨に合う学生を輩出できたといえる。 

次の特徴として、専攻ごとにおかれている共同研究室の存在があげられる。研究室には、

それぞれが学ぶ分野の専門図書・資料があり、室員が配置されている。学生・大学院生や教

員が集まり、調べ物や演習の発表準備をしたり、教員と対話したりする場となっている。ま

た、2014 年度から文学部に配置された CSW（キャンパス・ソーシャルワーカー）が、学修に

困難を抱える学生の対応をはじめ、教職員からの相談、保護者からの相談・対応、支援策の

提案、学内部署との連携等にあたっている。こうした学修サポート体制により、文学部では

きめ細かい学習支援を実現している。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

 

文学部の情報環境整備として、文学部が管理している Windows10 の PC 端末のサポート延

長が 2028 年 10 月までとなるため、サポートが終了するまでに文学部として学生が個人所

有している PC端末を使用する BYOD（Bring Your Own Device）の実施方針を定め、その環

境を整備することが求められている。 

文学部には PC教室が 3教室あり、各共同研究室にも数台ずつ PC 端末が設置されている。

PC 教室で実施している授業に支障をきたすことなく、また、共同研究室の教育・研究機能

を低下させずに、学生が快適に個人所有の PC 端末を使用できる BYOD 環境を構築する方策

について、学部としての方針を決める必要がある。 

また、共同研究室については、上述の通り、文学部の学生にとって、大学での学びのハブ

機能を備えた場である。従来より、文学部では 14の研究室がそれぞれ独自の運営を行って

いることが学問領域ごとの専門性の維持に寄与してきた一方、専攻・プログラムの横断的な

教育・研究活動を難しくしているという課題もある。この課題を解決するための施策として、

学問領域ごとの専門性に配慮した複数専攻合同の共同研究室の設置に向けた検討を行って

いる。この実現により、現在の共同研究室業務の平準化・適正化が期待できる。   

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

上述の BYOD については、予算申請のヒアリング・査定結果通知の際などに、環境整備を

進めるよう指摘を受けている。一方で、BYOD 環境を実現するために必要な措置は、Wi-Fi 環

境の充実、電源の増設、オンデマンドプリンタの導入、学生所有 PCが故障した時などのた

めの予備の貸出 PC 端末の用意、電源タップ付きの什器の導入、新入生・在学生への周知、

学生へ授業等で使用するソフトの所有 PC へのインストールの案内、BYOD による授業実施へ

の教員の理解醸成、PC 教室のインストラクターの業務内容の変更など多岐にわたり、対応

は複数年度にまたがる中長期的な取り組みが必要となる。文学部としての方針決定後は、

BYOD 環境整備に必要な予算獲得のため、具体的な情報環境整備計画の策定を行う。 
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 また、2027 年度にカリキュラム改正を実施することを機関決定しており、主に文学部研

究・教育問題審議委員会にて議論を継続している。専攻・プログラムごとにカリキュラムの

見直しに留まらず、「カリキュラム改正に際し、学部全体として考えたい事項」として、（１）

学部全体の「3つの方針」について、（２）「総合教育科目運営委員会 外国語（改革）WG答

申」を受けて、（３）カリキュラムの半期化について、（４）学びのパスポートプログラムに

ついて、（５）その他、として掲げ、多方面からの検討を進めている。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：総合政策学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年５月１日現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

本学部は「政策と文化の融合」の理念の下、本学最初の学際系学部として、文化的背景を

理解して現代社会が抱える諸問題を解決する課題解決型人材を育成することを特色とする。  

このため、政策科学科と国際政策文化学科の２学科体制を採り、文化理解を重視した教育

内容は、国内の政策系学部においても個性的な存在となっている。 

また、大規模学部の多い文系学部にあって、本学部は他学部と比してＳ/Ｔ比が低く、少

人数教育によるきめ細やかな教育活動が可能となっている点も特色である。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

２０２４年度には（１）「わかりやすい科目名称」、（２）「積み上げ式の学修」、（３）「主

専攻・副専攻の設置」を基本方針とする改正カリキュラムを導入した。このうち、（２）に

基づき、各学科の系統だった学びを明確にしたことで、法学を含む社会科学系をそろえる政

策科学科と、地域研究と倫理・哲学を含む人文科学系をそろえる国際政策文化学科の違いが

学修のうえでも明確になった。 

そのうえで改正カリキュラムでは、（３）に基づき、各学科で自学科の一分野を主専攻と

し、他学科の一分野を副専攻とする履修を求めている。この結果、本学部が掲げる理念「政

策と文化の融合」はカリキュラムに明確に反映されたものとなっている。 

今後の改善すべき課題は、「政策と文化の融合」を具現化する科目を拡充することである。

学部理念に沿った改善を進めることは、２０２４年度に開催した学部懇談会などを通じ学

部内で共有が図られている。その具体的な対応方策として、社会科学系と人文科学系を架橋

するブリッジ科目設置の検討が進んでおり、２０２５年度には１年次後期の科目として、

「特殊講義（格差の政策学）」を開講することとなっている。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

 今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性は、現在進めているブリッジ科目の拡

充を軸に、「政策と文化の融合」という学部理念に沿う改正カリキュラムの充実をはじめと

する研究教育態勢を整えることにある。 

 具体的には、２０２５年度開講の「特殊講義（格差の政策学）」にて、Ｓ/Ｔ比が低い特色

を活かし、１年次後期の段階でグループワークや学生発表を採り入れた授業運営で履修者

の積極的な学びを醸成することに加え、３年次、４年次の科目として、専門領域にもより踏

み込んだ、課題の発見と解決を授業目標とする科目の設置を目指す。また、本科目を活用し

た高大連携の企画、プログラムを検討する。 

これに加え、２０２４年度より企画の趣旨と運営をあらためて検討し、政策と文化の融合

に向けた学生主体、学生相互の学びの場であることを一層明確にしたリサーチフェスタを

実施する。これらの取り組みにより、学部理念に沿うきめ細やかな教育活動を行っていき、

改革を進める。 

以 上  
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：国際経営学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

国際経営学部は 2019 年に開設し、2025 年で７年目を迎える。「建学の精神『實地應用ノ

素ヲ養フ』に基づき、企業経営とグローバル経済に関する先端知識と優れたコミュニケーシ

ョン力を活かして、多様な価値観を受入れつつ持続可能な国際社会の発展に向けてチャレ

ンジし続ける、人間性豊かで、国際的に事業を経営できるリーダーを養成」することをディ

プロマ・ポリシーとする。入学定員は 300 人と大きくはないが、学生（正規生）の約 1/6 と

専任教員の約 1/3 が外国籍という、世界に開かれた学部である。正規生以外に交換留学生も

多く受け入れている。 

設置科目の 7 割以上で英語を使用しており、卒業に必要なすべての単位を、英語で行われ

る授業科目で取得することができる。この方針は開設以来一貫しているが、多様な学生のニ

ーズに応えるため、2023 年度からより履修しやすいカリキュラムに改めたところである。

英語（語学）の授業では、レベルに応じて取得すべき単位数や出席すべきクラスを指定し、

全員が CEFR における B2 レベル以上に達することを目指す。英語（語学）の授業と並行し

て、1年次から経営や経済を中心に、国際地域、公共等に広がる専門科目を主に英語で受講

する。学びの核となる「専門演習」は 2年次から開始し、学生の関心や意欲に応じて、英語

で執筆する「卒業論文」や幅広い活動を含む「卒業研究」へと発展させていく。なお、卒業

までに学生の約 1/10 が交換留学または認定留学を経験している。 

いわゆる国際教養とは異なる専門分野で、英語で行われる授業のみで学位を取得できる

学部は、国内では多くない。卒業後は、在学中に身につけた専門知識とコミュニケーション

スキルを用いて、メーカーや IT を始めとして、コンサル、商社、金融、サービス、運輸、

広告、マスコミといった日系企業のみならず、外資系企業へも多く就職している。また、早

期卒業制度を設け、本学のみならず海外の大学院への進学をも後押ししている。 

また、国際経営学部は、学生が教職員と連携して学部の活動に寄与していることも特色で

ある。歴史の浅い小さな学部であるが、学生自身が自発的に組織を立ち上げ、下級生の学習

支援、国際交流、学部広報等の様々な取り組みを展開している。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

 本学部は、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成すべく、学部全体としてより高い教

育効果が得られるよう様々な改善・改革を行ってきた。本学部の自己点検・評価においては、

各種改革の成果を踏まえた上で、今後対応が求められる課題として、新カリキュラムの効果

的な運用、学習支援やキャリア教育支援の改善と強化、FD 活動の推進、さらなるグローバ
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ル化を目指した環境整備等の課題を洗い出すことができた。これらの課題に対しては、実践

やそれに伴う成果を分析・検証した上で、関係委員会や教授会で検討・議論を重ね、解決に

向けた PDCA サイクルを適切に回していく。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

〇新カリキュラムへの対応 

 新カリキュラムの専門演習が 2024 年度秋学期から開始となり、クラス編成・選抜方法や

卒業論文・卒業研究等の取り扱い等を順次とりまとめ、実践している。特に支援の必要な学

生を受け入れる新設の「総合ゼミ」については、対象人数や躓きの内容を見極めて適切な指

導のありかたを探り、2025 年度以降のクラス編成や指導にも役立てる。 

〇学修成果の可視化 

 学修成果の可視化は近年の全学的な課題であり、国際経営学部でも教務委員会にて指標

を策定し分析を試みたが、必ずしも有効に活用できていない。2024 年度秋学期から全学で

学生・学習ポートフォリオが導入され、学修成果の把握・可視化を目的としたレポートが完

成された。2025 年度より教務委員会やカリキュラム委員会で実効性のある可視化の仕組み

を確立し、教授会でも各教員との情報共有を行い、ディプロマ・ポリシーの実現を目指す。 

〇FD 活動の推進とアンケートの有効活用 

 国際経営学部は、教員の属性やキャリアが多彩であり、研究者教員以外に実務家教員も多

く、それは強みでもあるが、授業に対する考え方について教員間でも幅があり、授業運営や

指導方法も差異がある。各教員の特性を生かしつつ、学生にわかりやすく効果的な授業を行

うため、ディプロマ・ポリシーへの共通理解をもとに、授業アンケートや在学生アンケート

も参考にして、授業改善につながる FD活動を強化する。 

〇学習支援 

 本学部生の英語運用能力の更なる向上を目指し、教育充実費（実験実習料）を財源とし

た英会話能力向上セッションについて、2025 年度秋学期から開始することを決定してい

る。このセッションは、英語で気軽に会話する経験を通じて英会話能力を向上したいとい

う希望をもっている本学部生に対して、日常的な話題等を題材として同窓生と気軽に英語

で会話することができる機会を定期的に提供することを目的としている。 

〇キャリア教育・就職活動支援 

 多様なバックグラウンドを持つ国際経営学部の学生のなかには、従来型の就職活動に適

応できない例が少なくない。キャリアセンターとも協力し、学生のニーズに合ったきめ細か

な学生への支援を学部として図っていく。 

〇グローバル化のさらなる推進 

 中国から多くの学生が入学していることは学生募集戦略の一定の成果と言えるが、今後

はさらに幅広い国や地域から学生を受け入れることを目指して、入学センターや国際セン

ターと連携して広報活動を展開していきたい。また、外国人留学生に加え、日本人帰国生に
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ついても秋入学の入学者選抜制度を導入し、グローバル化を推し進める。
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：国際情報学部 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

国際情報学部は、「情報及び情報に関連する法律・規範に関する理論と社会における諸現

象にかかる教育研究を行う。専門分野における高度な知識を有し、複雑さを極める情報社会

に内在する国際的な諸問題に対する解決策を立案し、提案し、かつ実現することで公正な社

会を構築しうる人材を養成し、社会に貢献する。」ことを教育目標に掲げ、①人と人を繋ぐ

ICT 情報基盤（情報技術、情報コミュニケーション、等の素養）、②情報法（法規範のみなら

ずグローバルな社会規範も包含した情報規範）、③グローバルな感性（異文化理解や倫理・

哲学・宗教学等のグローバル教養）の専門性を学び、これらを合わせた統合的な視点から解

決策を提示できる人材の育成をその使命としている。 

 教育課程は上記特色を踏まえ、「専門科目群」、「演習科目群」、「グローバル・教養科目群」

で構成されている。「専門科目群」においては社会に内在する諸問題を解明し、課題に対す

る解決策を提言できる知見を養うため、低年次では「情報基盤」と「情報法」の理論科目を

中心に学び、主に３・４年次において企業と連携した特殊講義などを含む、より高度な専門

性を身につける実践科目を中心に配置している。「演習科目群」では、１年次必修の「基礎

演習」でアカデミックリテラシーとしての論理的思考力と表現力を学び、２年次後期から４

年次後期までの２年半でそれまで学んだ理論を基盤として各担当教員の研究領域に関連し

たテーマをより深く学ぶ「国際情報演習」での成果を踏まえ、最終的に「卒業研究」と結実

する学修体系としている。一方で、多様な学生の進路や履修計画に応えるため、４年次に「特

定課題研究」を併置し、多様な学びが可能となるようなカリキュラムとしている。また、「グ

ローバル・教養科目群」では、普遍的な価値観や異文化理解、グローバルな情報社会で活躍

するために求められる英語の運用能力、現代社会の理解に不可欠な科目を設置するととも

に、「ICT 留学」、「国際 ICT インターンシップ」といった現地実習を伴う科目についても、

１年次から履修を可能とし早期より国際性を身につけることができるカリキュラムとして

いる。 

 これらの科目を担当する専任教員（特任教員含む）は、情報基盤分野９名、情報法分野７

名、グローバル教養分野５名とバランスよく配置しており、分野内にとどまらず、授業運営

などにおいて分野を超えた交流が積極的にはかられている。また、民間の研究機関や総務省

の官公庁において実務経験豊富な人材を任用しており、情報化社会、グローバル化が急速に

進む現代社会において新たな課題に対応できる教員組織となっている。 

 このように本学の建学の精神、「中央大学中長期事業計画」に掲げられている Vision のひ

とつである「地球規模で複雑な諸問題の解決に寄与する専門的かつ学際的な研究の推進」に
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適合し、かつ社会環境の変化、時代のニーズに適応した本学部の学問領域に対しては、受験

生、保護者および高等学校から高い関心を集めている。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

本学部が教育研究活動を展開する市ヶ谷田町キャンパスは、都心に位置しており、首都圏

各地からのアクセスもよく、学外機関との交流も活発に図ることができるという利点を有

している。一方で、ビル型のキャンパスとなっていることから、施設利用において既存キャ

ンパスとは異なる課題を有している。特に、課外活動を展開する施設・設備や、学生の食生

活を満たすための環境等、キャンパスアメニティが充実しているとは言い難い面がある。さ

らに、2023 年度からの大学院国際情報研究科の開設に合わせ、一部の施設を大学院学生の

専用環境としたことから、学部学生の自習環境および課外活動の環境についても再整備が

必要となった。 

そこで、2024 年度においては、在学生アンケートの結果に基づき、教室使用状況を学生

に公開し、即時に自習が可能な教室の確認、団体で借用申請をする際の使用希望教室の確認

を可能とし、また、学生が毎日携行する PCの充電環境を整備するため、モバイルバッテリ

ーの貸し出し環境を整備する等、創意工夫をもって学生の要望へ対応し、より快適な環境の

整備を図った。 

施設面の課題については、早期に解決策を講じることが難しい面もあるが、今後も継続的

に学生の要望を聴取し、関連組織と協同し、ニーズに合ったキャンパスアメニティを整備し

ていく。また、2024 年度から身体面でハンディキャップを抱えた学生が在学していること

から、施設面での障害等を取り除き、快適な学生生活を送れるよう環境の整備を講じていく。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

本学部では、2019 年の開設以来、教育目標として掲げている「今後起こり得る情報社会

の様々な課題に対応可能な理論と解決策の立案およびそれらを社会実装可能な人材の育成」

を達成すべく、教育活動を展開してきた。現在、2023 年３月の１期生の卒業を経て、その

学修成果を踏まえ、さらなる教育効果の向上を志向し、2024 年度入学生よりカリキュラム

改正を行っている。この改正における大きな変更点としては、専門ゼミである「国際情報演

習Ⅰ～Ⅴ」および「卒業研究」を必修科目から選択科目に変更したことである。 

しかしながら、選択科目に変更しても、当該科目のカリキュラム上の重要性は変わらない。

2024 年度入学生が「国際情報演習Ⅰ」を履修するタイミングは 2025 年度の後期であり、そ

の募集・選考は同年度前期に実施するが、これまでと同様にカリキュラムポリシーおよびデ

ィプロマポリシーに基づく選考を行う。 

また、選択科目となったことに伴い、学生の履修率を注視する必要がある。2024 年度に

おける在学生アンケートの結果では、学生のゼミへの満足度は 85.8%であった。この結果に

鑑み、2025 年度「国際情報演習Ⅰ」の学生履修率については、選択科目に変更してもゼミ
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見学や manaba を活用した担当教員への事前の質問、および教員によるゼミ説明会の開催な

ど接触の機会を多数用意することで 85％以上をめざしている。 

今後、「国際情報演習Ⅰ～Ⅴ」および「卒業研究」以外にも、新カリキュラムについては

成果検証を継続的に進めることとなるが、学部執行部が中心となり、所管委員会での検討を

進め、教授会で審議・決定するという従前の意思決定により実行する。それと並行して、小

規模学部の利点を活かし、検討のプロセスにおいて、専任教員全員による懇談、情報ツール

を活用した意見交換の場を設け、様々なアイディアを取り入れる機会を設定するなど、機動

性とスピード感を兼ね備えた進め方を志向していく。 

なお、検証にあたっては、新規に導入された学修ポートフォリオの結果等も活用する。 

 

以 上 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：法学研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

法学研究科は、公法、民事法、刑事法、国際企業関係法の法律系４専攻と、政治学専攻の

計５専攻で構成されている。法律系の分野を４つの専攻に分けてそれぞれ特化しているこ

とが本研究科の大きな特色である。研究指導を担当する教員は他大学と比較して多い（博士

前期課程：60 名、博士後期課程 68名）と言え、研究科内だけでも幅広い研究分野について

研究指導が可能な体制となっている。 

本研究科では、法学・政治学及びその関連諸分野における高度な研究能力と広く豊かな学

識を有し、高度の専門性を必要とする業務を遂行できる人材を養成するための教育課程を

編成している。博士前期課程の共通科目には「外国法研究」を置き、またその他の「特講」

「演習」「研究特論」でも外国語の文献講読を行っている科目も多く、とりわけ外国語教育

と諸外国との比較研究に力を入れている。 

また、専門分野に関わらず必要とされる基礎的な知識や能力の涵養のために、博士前期課

程では「研究基礎科目」及び「共通科目（専門導入科目、一般共通科目）」、博士後期課程で

は「研究論科目」を置いている。博士前期課程の「研究基礎科目」としては、研究倫理・研

究方法論、アカデミック・ライティング等を開講し、研究に必要な研究倫理と研究方法及び

基礎的知識・能力の修得を図っている。また、「共通科目（専門導入科目）」としては、外国

語文献講読、専門導入Ａ、専門導入Ｂ、日本法リーガルリサーチを開講し、多様な背景を持

った社会人学生や外国人留学生等が専門分野の教育を受けるにあたり、そのベースとなる

必要な知識の修得・補充を図っている。博士後期課程の「研究論科目」としては、研究指導

論、研究報告論１、研究報告論２を開講し、研究者として自立するために必要不可欠な研究

指導・研究報告の方法論の習得を図っている。 

本研究科の学生は、カリキュラムの基本方針・構成と体系性に基づき、指導教授の指導を

受けながら自身の研究テーマを追究することで専門分野以外の知識や考え方も教授される。

その結果として、博士前期課程については、修士論文作成を通じた研究成果の結実を修士論

文中間発表会などの道程を経て完成させることとなる。博士後期課程については、入学時の

研究計画書に基づき、博士論文に至るまでの研究計画をそれぞれの研究目的と水準に応じ

て指導教授の研究指導のもとで立案し、その計画と毎年度提出を義務付けている研究状況

報告書により、研究の進捗状況を把握される。この過程で当初の研究計画との整合性を確認

して必要な調整を行い、そして学内外の学会・研究会における研究発表と各種紀要類などで

の研究業績の蓄積を経て、博士論文として自らの研究テーマの独自性を示していくことと

なる。 
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②改善すべき課題・今後の対応方策 

博士前期課程の収容定員充足率については、2025 年 5月 1 日時点で 23.29%（収容定員 146

人に対し学生数 34 人）となっており、3 年前となる 2022 年 5 月 1 日時点の 20.55%（収容

定員 146 人に対し学生数 30 人）と比較するとやや改善がみられるものの低い水準にあり、

定員充足率の改善に向けた取り組みが必要である。 

このような状況に鑑み、秋季・春季の入学試験期において博士前期・博士後期の両課程と

もすべての入学試験方式を実施し、多くの受験機会を設けているほか、学生募集活動の更な

る強化や学部学生に対する広報活動の強化、コースワークの整備、カリキュラム上の改革の

推進など、学生確保のための努力を継続する。 

具体的には、学生募集活動の更なる強化として、Web サイトにおける情報発信の強化、SNS

の活用、ランディング・ページの運用、オウンドメディアの展開、Web広告出稿等や、学部

学生に対する広報活動の強化として、本学学部学生向けの法学研究科への進学に関するリ

ーフレット作成・配布等を行う。 

また、コースワークの整備とカリキュラム上の改革の推進として、2021 年度からの新カ

リキュラムの中では、学部との接続を意識し、博士前期課程に研究基礎科目（研究倫理・研

究方法論、アカデミック・ライティング等）を設置したほか、さらに 2024 年度からは、多

様な背景を持った学生（社会人や外国人留学生等）に大学院への進学を促すことを企図し、

専門分野の教育を受けるために必要な知識の修得・補充を行う「共通科目（専門導入科目）」

を設置し、外国語文献講読、専門導入Ａ、専門導入Ｂ、日本法リーガルリサーチを開設して

いる。今後も、博士前期課程へのスムーズな接続に資する取り組みを継続する。なお、博士

後期課程においては、研究者としての自立に必要不可欠な能力の修得を促すために、研究論

科目（研究指導論、研究報告論１及び２）を設置している。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

直近の年次及び重点自己点検・評価結果、2023 年度機関別認証評価結果を踏まえ、収容

定員に対する在籍学生数比率の改善や、法学研究科における教員任用基準の策定等の研究

科としての課題について、制度改革検討委員会や法学研究科委員会での議論・懇談を行うこ

ととした。とりわけ、教員任用基準については、2025 年度の専任教員任用への適用を念頭

に、2024 年に制度改革検討委員会における検討をおこない、研究科委員会において審議・

承認を経て、策定した。今後、同基準に基づいた任用を進めていき、効果を検証していく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

学部・研究科名称：経済学研究科 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所

経済学研究科では、「次世代を担う研究者の養成」および「『高度専門職業人』の養成」を学位

授与方針に掲げる人材養成像の 2 本柱とし、それを実現するための研究教育支援体制を整えて

いる点が特色であり長所である。 

博士前期課程では、修了要件の異なる「研究者コース」「高度職業人コース」「税理士コース」

の 3 つのコースを設置しており、学生がそれぞれの進路で必要とされる能力開発を行うことが

できる体制を研究科総体で構築している。また、選択必修となっている「基本科目」、そして「発

展科目」「演習科目」からなる授業科目を展開しており、経済学に関連する知識の体系的な修得

を可能とする履修体系（コースワーク）を設けている。これに加え、研究者コース及び税理士コ 
ースでは、指導教員による日常的な研究指導の下、修士論文を提出する年度の 9 月に中間報告会

を行い、指導教員の他、副査予定者 2 名が報告会に参加して意見交換を行う。このように、複数

人による進捗確認を行い、その後の集団指導体制の拡充と強化を図ることで、論文の質向上およ

び研究遂行能力の向上に繋げている。他方、高度職業人コースでは、指導教員のもとで、1 年次

3 月までに特定課題研究論文の計画を立案、2 年次 4 月までにその概要の整理、9 月に執筆計画

書を作成、10 月以降に執筆と、論文完成までに段階的に研究指導を行うことで、論文の質向上

を図っている。このように、体系的な履修と指導教員を中心とする綿々たる研究指導体制により、

博士前期課程の 2 年間で「高度職業人としての素養」や「研究者の基礎的能力」を着実に身につ

けることができるよう、教育目標として掲げる「研究者養成」「高度専門職業人養成」の実質化

に努めている。 

博士後期課程では、博士前期課程「研究者コース」との一貫した研究者養成プログラムとして、

学内外の研究者交流や、アカデミアに求められる教育力、論文執筆力のメソッドなど様々なテー

マから構成される「リサーチ・ワークショップ」の開講、学生が博士候補審査申請や博士学位審

査申請を行う際に一定水準に到達していることを確認するための「博士候補・博士審査要ポイン

ト制度」、そして一定期間内に学位取得が見込まれる者を博士学位候補者とする「博士学位候補

資格認定試験」を博士学位請求論文の提出までのステップとして組成することで、学生の研究活

動を推進し、学位の質を担保しつつ、博士学位取得後の進路における活動も見据えた教育体制を

築いている。「リサーチ・ワークショップ」については、2025 年度からは担当教員の負担やプレ

FD 科目をより充実させるために、「リサーチ・ワークショップⅠ」と「大学教育開発演習」（プレ

FD）に分割して設置した。2026 年度設置予定の共通科目群（仮称）の大きな柱の一つとして、継

続的に開講される科目として位置付けることを目的としている。このように、コースワークとリ

サーチワークを組み合わせ、進路を見据えた教育活動を展開し、かつ厳格な審査を通じて、学生
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に博士学位を授与している。 

②改善すべき課題・今後の対応方策

収容定員の充足が本研究科の最重要課題であり、特に前期課程については、2023 年度に受審

した機関別認証評価においても改善課題として指摘を受けたところである。 

また、学生数と共に、研究指導を担当する教員数についても定年退職した教員の後任者の確保

が難しく減少の一途を辿っており、特定の分野・教員への教育負荷が高くなっていることも大き

な課題である。現状の教育体制の中で収容定員を充足させることは S/T 比や特定の教員への負

荷という面において難しいことから、本研究科を担当することが可能な教員を確実に確保する

ことや集団指導体制の構築は急務となっている。なお、2019 年度に導入した博士前期課程の 3
コース制については、2024 年度より入試方法やカリキュラム構成を見直したことに加え、国際

経営学部の学生を対象に大学院ガイダンスを実施したことにより、収容定員充足率は 2023 年度：

35％、2024 年度：39％、2025 年度：53％と増加した。博士後期課程については、2024 年度の志

願者が 1 名だったのに対し、2025 年度は 8 名と大幅に増加したが、実際の入学者は 3 名に留ま

り、後期課程の学生獲得について対応策の検討が求められる。 

 このほか、博士後期課程において、後期課程の学びを活かした研究職につくにあたって必要な

知識とスキルを涵養するための「リサーチ・ワークショップ」を 2020 年度から設置しており、

特に「院生 FD」について取り扱う回については全研究科に開放することで、博士後期課程にお

ける学識を教授するための能力を培う機会（プレ FD）としてきた。しかし、2022 年度及び 2023
年度は対応できる人材の確保が不調であったこと等の理由で休講となり、2023 年度の機関別認

証評価において、博士後期課程における学識を教授するための能力を培う機会（プレ FD）の提

供が不十分であると指摘された。このため、2024 年度は、学内他部署の協力も得ながら、講義

内容、講師手配、時間割設定および授業実施方法について見直したうえで、全研究科の前期課程

の学生にも提供する形で開講した。本科目は、2024 年度に本学大学院が採択された「次世代研

究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」の授業コンテンツにも取り入れており、受講学生（博士

前期課程・博士後期課程合計 25 名）からは概ね好評を得ることができた。2025 年度は、「リサ 

ーチ・ワークショップⅠ」の内容をより充実させ、分割して理工学研究科に設置された「大学教

育開発演習」（プレ FD）とともに、全研究科の博士後期課程の学生を対象に積極的に広報を行っ

ていく。 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

最重要課題である収容定員を向上するための施策として、①入試広報戦略の見直しと、②研究

教育基盤の強化に取り組む。加えて、③博士後期課程の設置科目である「リサーチ・ワークショ 

ップⅠ」の充実を図り、共通科目群（仮称）設置科目として繋げていく。

①入試広報戦略の見直しに関する取り組みとして、本研究科は、本学経済学部のみならず、経

済学と親和性の高い国際経営学部を中心とした広報の強化も継続して行う。具体的には、大学院
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での研究活動に直結する学部専門ゼミナールを選択する時期に合わせて大学院の進学相談会等

を実施することで、大学院進学も選択肢のひとつとして存在することを発信していくとともに、

大学院での研究を意識した専門ゼミナールの選択を行える環境を整える。また、博士後期課程の

学生をさらに増やすため、入試制度の見直しを図り、変更内容については進学説明会等で積極的

に広報をする。 

②研究教育基盤を強化する取り組みとして、(1)経済学部以外の出身学生に対する研究指導体

制の強化を目的とした経済学部以外の専任教員を起用できる人事体制の継続、(2)学部准教授を

より一層登用できる人事体制の構築、(3)設置授業科目の見直し、の 3 点を中心として取り組む。

(1)については、2025 年度から国際経営学部の教員に協力いただくことができたが、分野によっ

ては経済学部の教員だけでは不足している分野もあるため、次年度も引き続き他学部の教員の

協力を得ることを検討する。(2)については、現行の本研究科教員任用基準の見直しが必須であ

ることから、経済学部をはじめ、関係する教育組織との間で適宜、協議を進めることとする。(3)

については、30％を超える履修者 0 名の科目(カラコマ科目)を、科目レベルや分野等広い視点か

ら見直し、設置する科目の精査を行う。また、分野によっては、基本科目、発展科目および演習

科目の全てを担当する教員もいることから、負担の軽減に向けた対策を検討していきたい。 

③博士後期課程「リサーチ・ワークショップⅠ」を発展させる取り組みとして、本学の教育リ

ソースに加えて外部有識者を招聘した授業運営を想定し、設計された科目であることから、昨年

度に引き続き、学内外の組織や機関の協力を仰ぎ、人材を恒常的に確保することのできる体制を

構築する。さらに、大学院共通科目群（仮称）の一つとして位置付け、今後も継続的に開講され

る科目として確立できるよう、大学院改革推進委員会に働きかける。 

更に、3 点の取り組みの管理と検証を効果的に行うために、学生の学修成果を可視化するため

の仕組みづくりを確立し、教育研究体制の PDCA サイクルを継続的に回す。 

 なお、施策検討は従前どおり、教育課程の課題と入学者受け入れに係る課題の検討組織であ

る「教務・入試委員会」において、他方、学修成果の把握については教務・入試委員会委員か

ら成る「組織別評価委員会」において行うとともに、研究科委員会に報告し、必要に応じて意

見聴取を行うことで、研究科の状況や課題を総体として把握することに努めることとする。 

以 上 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：商学研究科  

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

商学研究科博士課程前期課程では、2004 年度より、学生の修了後の希望進路の多様化に

対応して、①研究コース、②ビジネスコースの２コース制を採用し、2021 年度からはビジ

ネスコースの学生を主に対象とするコースワークを取り入れたカリキュラムを導入した。 

研究コースではセミナー科目を中心に履修することにより研究能力を高めることが可能

なカリキュラムを設定している一方、ビジネスコースでは講義科目のほか、実務家とのコラ

ボレーション科目等を選択履修することにより実務能力を磨くことができるカリキュラム

となっている。学修を５分野（経営学、会計学、商業学、経済学、金融学）に分けて整理し、

それぞれの分野の基礎となる「基礎セミナー」を設置している。詳細は、以下のページ記載

の「大学院履修要項(商学研究科編)」に掲載されている「商学研究科 研究教育体系概念図」

の通りである。 

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/commerce/curriculum/ 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

2020 年 10 月の総合戦略推進会議において全学的に大学院定員 150 名増、定員充足率 70％

とする目標が示された。同年 12 月には「大学院改革と大学の研究機能強化」の実現を目的

とした「大学院改革構想検討委員会」が設置され、全学的な大学院改革の議論が進む中、並

行して、各研究科内においても大学院改革の検討を行うこととなった。これを受け、商学研

究科では、定員充足率 70％確保に向けた具体的な施策を検討し、実行していくこととした。

なお、本研究科の博士前期課程における収容定員充足率は 0.84（2025 年 5月 1 日時点）と

単年度では目標の 70％を満たしているが、他大学の同系統の研究科と比べると高い充足率

とはいえず、充足率を長期的に維持し、より一層高めていくことが課題である。 

 今後の対応方策としては、2025 年 4 月より導入した新カリキュラムの検証をふまえ、収

容定員充足率の確保・充足率向上の可能性の検討、ビジネスコースの実質化、博士後期課程

との接続を踏まえた研究コースの充実を目指していく。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

 現在、2025 年度からの新カリキュラム導入を受けて、商学研究科内の改革委員会にて施

策を議論している。具体的には下記のとおりである。 

・入学試験制度改革 

・新設科目「ビジネス・プラクティカル・セミナー（ＢＰＷ）」の設置 
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・BPW のシラバス策定、授業案の作成 

・ビジネス・プラクティカル・セミナーの他分野展開 

・博士後期課程の体制強化 

以上 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：理工学研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

理工学研究科は、理工学部の各学科を基礎に、博士前期課程 9専攻、博士後期課程 8専攻

を主専攻として設置している。教育研究組織は、科学技術や学問分野の変化に応じた改組・

改革を行っており、都市人間環境学専攻（2017 年度名称変更）、電気・情報系専攻（2017 年

度設置。博士後期課程のみ）、ビジネスデータサイエンス専攻（2022 年度名称変更）と改組

を行うなど改革・改善を図りつつ運営をしている。 

主専攻は、基礎となる学科の運営と密接な関係を保ち運営されており、高度な専門性を有

した教育・研究を行う体制を構築している。また、主専攻を横断する学際的な領域に対応し

た 6 つの副専攻を設置(2023 年度に 2 つの副専攻を増設)し、各副専攻の独自性を保ちなが

ら運営を行っている。 

改組等の他にも、文部科学省の世界展開力強化事業「キャンパス・アジア」に採択された

国際水環境理工学プログラムの継続、グローバル人材育成推進科目の設置、学術国際会議発

表助成などの学生支援策を充実させてきた。さらに、2019 年度から英語で修了できるコー

スを設置するなど、グローバル化をより志向している。 

また、海外の大学とのダブルディグリーも推し進めている。台湾國立中央大学とは、2018

年度に博士後期課程、2024 年度に博士前期課程においてダブルディグリーに関する覚書を

締結し、学内進学が決定している学部 4年生が 2026 年度に留学できるよう現在準備を始め

ている。また、インドネシアのバンドン工科大学土木環境工学部とは 2019 年度に博士前期

課程においてダブルディグリーに関する覚書を締結し、2024 年 7 月より都市人間環境学専

攻の学生が中央大学で初のダブルディグリー派遣生として、留学している。なお、2025 年 7

月にも 1 名の学生が同大学へ留学することが決まっている。 

受け入れでも 2025 年 4月にバンドン工科大学から 2名の学生が都市人間環境学専攻へ入

学している。 

 博士後期課程の学生支援では、博士後期課程学生による挑戦的・融合的な研究を支援し、

優秀な博士人材が様々なキャリアで活躍できるように研究力向上や研究者能力を促す事業

である「次世代研究者挑戦的プログラム（SPRING）」に採択された。これにより、研究奨励

費（生活費等）・研究費の助成を得ることができ、博士後期課程学生が経済的不安を感じる

ことなく研究できる環境を整えている。また、経済的不安の解消だけでなく、博士学位取得

後の進路支援についても重要課題であり、これについても SPRING 事業の一環として、多様

なキャリアパスを経験している博士号取得者の OBを招き、キャリア講演会等を行っている。 
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②改善すべき課題・今後の対応方策

博士前期課程については、過去 5年間における入学定員に対する充足率は平均 99.6 パー

セントと高い水準をキープできており、収容定員充足率も平均 98.4 パーセントと昨年度よ

りも改善しているが、引き続き、学内進学者の確保は課題であり、大学院進学の促進策を継

続して実施し対応していく必要がある。 

グローバル化については、学部・大学院一体の「6年一貫英語教育」やダブルディグリー・

プログラムの促進を利用し、活性化を図っている。一方で、留学生の受け入れに関連し、英

語だけで修了できる専攻も複数あるものの、全専攻で対応できてはいないこと、また英語だ

けで修了できる専攻内でも英語対応の科目数が十分ではないことから、引き続きこれらの

点の改善に向けて取り組む。 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

理工系の学問分野は、国や言語による垣根が少ないことが特質としてあげられる。企業活

動も世界にまたがって展開されている。理工学部では、グローバルな舞台で活躍できる総合

力を身につけた人材を、理工学研究科では、世界と対等に渡り合える研究力の育成を目指し

ている。そのため、学生が海外へ率先して飛び出し、国際会議等で発表するなどのグローバ

ルな活躍が可能となるよう、カリキュラムにおける英語化、海外協定校とのダブルディグリ

ー・プログラムの整備等に取り組んでいる。 

博士後期課程学生支援も今後さらに重要になってくる。世界の主要国の中で、日本の博士

号取得者数が減少していており、国際競争力向上の観点からも博士後期課程学生の確保が

大きな問題となっている。とりわけ、理工系分野（AI・データサイエンス等）を専門とする

若手研究者の養成が大学に求められており、本学もそれに応える必要がある。 

なお、現在具体的に取り組んでいるプログラムは次の通りである。 

・英語で修了できる専攻の拡充

現在、都市人間環境学専攻・精密工学専攻・応用化学専攻・ビジネスデータサイエンス専

攻で英語のみの授業科目で修了できるカリキュラムになっている。他の専攻での実施など、

拡充を検討している。 

・ダブルディグリー協定校の拡充

ダブルディグリー制度を 2018 年度から導入し、上記のように、現状、台湾國立中央大学

とインドネシアのバンドン工科大学（博士前期課程のみ）の 2 大学が協定校になっている

が、今後、東南アジア・南アジアを中心に協定校を増やすことを検討している。 

・学術国際会議助成の実態把握と改善

近年、本研究科における学術国際会議助成の利用が増加しており、2024 年度は実態に合

わせた予算増額が認められたが、それでもなお助成制度の上限を超えての申請が続いてい

る。このため、さらに助成対象が増やせるよう、実態把握と改善を続けていく。 
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・さくらサイエンスプログラム 

JST が実施しているさくらサイエンスプログラムに 2014 年度から応募し採択され、毎年

実施してきた。 

新型コロナウイルス感染症の終息以降、2022 年度は、3 大学（3ヵ国）、2023 年度は、3大

学（3ヵ国）、2024 年度は、4大学（3ヵ国）で実施した。今後も、海外の多くの大学・大学

院から学生や研究者を招聘し、本学学生との交流の場を増やし、良い刺激としたい。 

・博士後期課程学生支援 

JST からの助成を受け 2024 年度から実施している「次世代研究者挑戦的プログラム

（SPRING）」事業「D-CPRA」を継続して行う（2028 年までの予定、最長 2033 年度まで）。「D-

CPRA」においては、文系大学院と協同し、研究科横断的にトランスファラブルスキル習得の

ための企画、キャリア開発・育成コンテンツ・メンタリング制度等を提供し、それを学生が

活用することで、学生のコンピテンシーを涵養していく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：文学研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

文学研究科は 13 専攻から構成されており、複数の研究領域、すなわち言語・文化・地域、

哲学・文学といった人類最古からの学問分野から社会情報学などの最先端の学問分野を網

羅し、人文科学系から社会科学系、一部には実験・実習を必要とする自然科学系に隣接する

学問分野まで裾野の広い研究活動を行っている。幅広い学問領域を扱っている特色を活か

し、総合的な研究科としての学びを実現すべく、専門領域の垣根を越えた専攻横断的な授業

科目を数多く設置している。人間、社会、歴史、文化などを実践的に読み解く力を有し、グ

ローバル化、高度情報化が進行する国際社会と地域社会に貢献できる知的教養、実践力を身

につけた人材を養成することをその教育目標としている。 

教育目標として「研究者養成」と「高度専門職業人養成」の二つを掲げており、「研究者

養成」では、文学研究科全体で既に 250 名近く（甲 170 名・乙 77 名）が博士号を取得し、

その多くが研究者として活躍している。「高度専門職業人養成」では、教員（中学・高校・

大学など）や専門職（学芸員、アーキビスト、研究員、臨床心理士や公認心理師など）をは

じめ、民間企業の総合職や研究職、公務員など多彩な分野に毎年多くの人材を輩出している。 

各専攻においては、学生の受け入れから研究指導、論文審査に至るまでのプロセスについ

て、研究指導教員以外の教員も一体となってきめ細かな指導を行っていることが特色であ

る。さらに、各専攻から選出した委員から構成される教務委員会において、各専攻の専門性・

独自性をふまえながら文学研究科総体としての管理運営を行うことで、研究科としての質

保証に努めている。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

2020 年度に学長のもとに設置された大学院改革構想検討委員会による「中央大学大学院

における今後の改革構想検討報告書」、および 2024 年度に設置された大学院改革推進委員

会における全学での大学院改革に関する検討・実施の方向性に基づき、文学研究科において

も継続して改革に取り組んでいる。 

前述のとおり、文学研究科は 13 専攻を有しているため、専攻の特性を尊重しながらも、

研究科として統一的な基準・指針の策定に継続的に取り組んでいくことが必要である。具体

的には、2019 年度の文学研究科全体で博士学位取得に大きな役割を果たす博士学位候補資

格審査の見直しに続き、2021 年度以降、大学院生数の落ち込みによる定員充足率の改善に

継続して取り組んでいる。2023 年度の特別選考入試の導入に続き、2025 年度入学試験にお

いては、さらに大幅な入試改革に取り組み、一般・社会人・外国人留学生の各入試方式の出
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願書類及び入試問題の統一化を行った。この取り組みは、これまで 13 専攻・各入試方式に

よって出願書類及び入学試験問題が異なるために、入学試験業務が煩雑で、必要以上に負担

が大きいだけでなく、実施時の事故が発生する可能性も高くなってしまうという課題を解

消することを企図したものである。今後の課題としては、このたびの入試改革についての実

施結果の検証があり、出願者数や、各専攻からの意見を検証し、さらなる改善を図る。 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

全学での大学院改革に関する検討・実施の方向性に基づき、文学研究科でも各種改革に取

り組んでいる。入試においては、学部からの進学者が多い文学研究科において、大学院と学

部間連携の強みを活かせるような学内推薦入試を 2023 年度入試から導入した。また、上述

のとおり、2025 年度入試以降は出願書類と入試問題の統一化に取り組んでいる。本改革は

管理・運営体制に関わる部分が多いように見えるが、これまで専攻ごとに要件が異なってい

た部分を統一することで、志願者に対して一つの研究科としての統一した姿勢を示すこと

も大きな目的の一つである。 

広報においては、年 2 回実施する進学説明会の企画にテーマを設け、大学院生と指導教員

による対談や高度職業専門人養成など、幅広い角度から文学研究科の魅力を紹介し、大学院

進学の動機付けとなる企画を多数展開している。また、公式 Web サイトに掲載している志願

者向けの連載記事（「究める」）において、現役大学院生や活躍する修了生へのインタビュー

や大学院授業の紹介を発信しており、今後も掲載内容の質・量の充実を図るとともに継続し

た発信を行う。今後も、大学院生や修了生を多く登場させることで、ロールモデルを示す広

報を展開していく。他の分野についても、全学の動向や社会的なニーズに合わせて方向性を

勘案して継続して検討を進めていく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：総合政策研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

総合政策研究科は、中央大学の建学の精神である「實地應用ノ素ヲ養フ」に基づく実学教

育の下で、多彩な文化的視野を持ちつつ固定化した既存の学問領域を飛び越えて政策提言

を行うことができる「政策分析能力に優れ、異文化を理解できる人材」の養成を目指し、1997

年の設置以来多くの人材を輩出してきた。 

 「政策分析能力に優れ、異文化を理解できる人材」の養成のため、他研究科や他大学に比

べて、１つの研究科の中で賄うことのできる専攻領域が多岐にわたっていることが特徴で

あると言える。また、多彩な分野を専攻する学生であっても等しく「総合政策」を学修し、

どのような進路であっても複合的な視座をもって対応することができる能力を伸長するた

め、共通した必修科目・選択必修科目を博士前期課程に設置している。このように、分野や

領域に拠らない“共通知識”を入学後早い段階で身につけることができるという点で、体

系的なカリキュラムとなっていることは、研究科の長所であると言える。 

加えて、学生自身の指導教員のみならず、複数の教員から修士論文の指導を受けることが

できる「演習（総合政策セミナー）Ⅱ」を博士前期課程 2年次の必修科目として設置してい

る。当科目の履修により、学生は既存の専門分野の理論に留まらず、関連諸領域にも跨る研

究方法を学ぶことができるため、専門分野に埋没しない思考力を養うこと、ひいては論文の

質を向上させることができる仕組みになっている。なお、当科目は複数教員によるチームテ

ィーチング形式となっているため、各教員はその授業方法や教授法を相互に確認できる機

会となっている。このように、学生のみならず教員の教育方法の質向上としても機能してい

ることは、研究科の長所であると言える。 

一方、博士後期課程については、「法政策研究」「公共政策研究」「経営政策研究」「歴史文

化研究」の４分野について「特殊研究Ⅰ」「特殊研究Ⅱ」を設置し、学生は指導教授ととも

に個別のテーマの研究を深化・体系化し、政策と文化を融合できる教育課程となっている。

「上級学術研究」として、複合的研究活動に必要な知識の補完、学際的視座の拡張を実質的

なものにする科目が組み込まれ、さらには研究活動で得られた成果は「博士学位候補資格認

定試験」により確認を行い、複数教員からのアドバイスを受けることができる仕組みにして

いることにより、自身の研究をより深く、高度なものに高めることができる。これらのコー

スワークおよびリサーチワーク、博士学位請求論文の執筆を通じて、高度な専門知識と実践

能力、新たな学問を開拓できる力を身につけることは、教育課程の編成・実施の方針にも掲

げているとおりである。 
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②改善すべき課題・今後の対応方策 

多彩な専攻領域を備え、学生 1人 1人のニーズに応えることができる仕組みが整えられ

ている一方で、収容定員の充足が本研究科の最重要課題であり、2023 年度に受審した機関

別認証評価においても改善課題として指摘を受けたところである。受審時の 2023 年度に

おける収容定員に対する在籍学生数比率（以下、「収容定員充足率」という）は、総合政

策研究科博士前期課程で 0.15、同博士後期課程では 0.17 であり、大学院の定員管理を徹

底するよう改善が求められた。その後、研究科内での取り組みにより 2024 年度の博士前

期課程の収容定員充足率は、0.25 に回復したが、2025 年度は、0.20 に留まっている現状

である。また博士後期課程においても 2023 年度時点の充足率と同水準で推移している状

況である。 

この現状を打破するため、研究科独自の取り組みとして、内部進学率を向上させることを

目的に教員各自による学生への積極的な働きかけ（広報活動）を行っていくことを 2022 年

度より実施している。具体的には、学部ゼミ等での大学院紹介や指導学生による個別進学相

談会、学部イベントでの広報活動（大学院研究教育の周知など）を行い、学生に将来的な進

路の選択肢の幅を広げるきっかけの場を提供している。また、2023 年度からは、卒業論文

を執筆することになる総合政策学部の 4 年生を対象に、修士論文中間報告会に学部学生を

参加させ、大学院の研究教育に触れてもらう機会を提供するなど“大学院を知る”機会を創

出している。その地道な努力の成果もあり、2022 年度まで 10％と低調となっていた博士前

期課程の収容定員充足率は、中長期事業計画「Chuo Vision 2025」に掲げる収容定員充足率

の達成目標には届いていないものの回復傾向にあるといえる。他方、2025 年度以降に実施

する入学試験に向けた制度改革についても現在進行している、2024 年 9 月以降に入試制度

改革検討チームを発足し、検討を進めている段階である。とりわけ 2025 年度からは、特別

選考入学試験における出願資格（GPA 基準）の見直しや、学部学生が受験できる特別選考入

学試験の機会を拡充することが決定している。2025 年度以降も、持続的に志願者の増加に

向けた取り組みを継続していく予定である。 

 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

まず前期課程については、2022 年度より取り組んでいる定員充足に関する取り組みにつ

いて、学部学生を対象とした内部進学率を上昇させることを目的とする広報活動を継続し

て取り組んでいく。また現状、総合政策学部の入学定員は、２学科合計で 300 名となってお

り、本研究科博士前期課程の入学定員（40 名）に鑑みると、煙突型による内部進学で定員

充足率を飛躍的に上昇させることは極めて困難かつ限度があるため、広範な研究領域を取

り扱うことができる総合政策の特性を活かせるよう、他学部からの志願者を増加させる仕

組みについても併せて検討していく必要があると考える。仕組みづくりの構築にあたって

は入学試験制度に大きく関わることから、2024 年度より総合政策研究科入試運営委員と
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2024 年度入試出題・採点委員を構成員とする入試制度改革検討チームを発足し、入試改革

に向けた議論を重ねている。引き続き現状を適切に分析していき、志願者獲得に繋がる方策

を引き続き検討していく予定である。 

後期課程については、前期課程の収容定員に対する在籍学生数比率が芳しくないことが

後期課程の進学率にも直結していると考えている。また、学位取得において標準修業年限内

（３年）の修了が少ないことも進学に繋がらない一つの要素であると考えられる。これらに

ついては、現在進行中の大学院改革の動向にも注視しつつ、総合政策研究科として改善でき

ることについて検討を進めていく。 

なお、定員充足については、前述でも取り上げたように総合政策学部の入学定員にも関連

することから、入学定員の適切な設定についても今後の議論の余地があると考えている。状

況に応じて入学定員の見直しについても検討していきたい。 

自主設定改題として取り上げているコースワークについては、軸となる研究基礎科目の

担当教員や指導教員との懇談の機会や、学生へのヒアリング等を通じて、修士論文作成にあ

たっての学生の基盤はできていたか、不足している部分は何か、過去の指導学生と比べてど

うかなど検証を引き続き行っていく。得られた情報をもとに当初構想の達成状況や、より必

要となる教育材料の抽出を行い、より充実したコースワークの構築に向けた検討材料とす

る。 

以 上 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：国際情報研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

国際情報研究科は「情報、情報に関連する法律・規範及びその関連諸分野に関する理

論並びに諸現象にかかる高度な教育研究を行い、高い研究能力と広く豊かな学識を有し、

優れた見識と高度の専門性を必要とする業務を遂行することのできる人材を養成する」

ことを教育目的とし、その目的を達成のため、次の 3 つの能力を修了までに備えられる

よう教育課程を設置し、研究指導を行っている。 

〇情報基盤を含む情報学と情報法の専門分野に関する社会課題に対し、具体的な解決

策を提示するための方法論を十全に使いこなし、かつ実際に問題を解決することが

できる。 

〇情報基盤を含む情報学と情報法の理論および研究手法を昇華・統合し、かつ問題解

決の新たな方法論を導き出すことができる。 

〇同専門分野に関する深い学識を有し、資料を収集、分析し、かつ高度の専門性を有

した問題解決や研究成果を示すことができる。 

具体的なカリキュラムは、「専門共通科目」「専門分野科目」「研究指導科目」によっ

て構成されており、「専門共通科目」では「ベースライン」科目において、情報学また

は法学の基盤知識を有さない学生を想定し、様々な基礎的素養を持つ学生に共通の知識

基盤を構築し、1～2年次にかけて行われる情報学と法学の知的統合を円滑に達成する。

また「専門分野科目」においては、情報学と法学の専門性を高め統合させるために、「AI・

データサイエンス」「社会デザイン・社会実装」「情報法」の 3 分野の科目をバランスよ

く配置している。このカリキュラムにて自らの専門分野の知識を深めつつ、他分野の授

業科目を一定数受講させることで学際的な視点を修得させ、自らのコースで定められた

学位論文の執筆を進めるよう研究指導を行っている。本研究科では個々の教員による研

究指導の他に、学生がより質の高い論文を計画的に執筆できるよう 2年次生においては

次のような指導体制をとっている。 

ⅰ）5 月「論文概要」：論文のテーマ設定や今後の執筆計画を示す「論文概要」を２年次

の早い段階で提出させることで、学生に論文執筆を開始することを促す。 

ⅱ）6 月「副査の選出」：論文概要提出後、学生が指導教員以外からの指導の機会を得る

ことを目的に研究科委員会で 2 名の副査の選出をする。 

ⅲ）9 月末「中間報告会」：執筆中の学位論文についてその研究目的や進捗状況を主査・

副査はもとより全教員・在学生に対して報告し、様々な観点からの指摘及びアドバ

イスの機会を得る。 
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ⅳ）1 月「論文提出」：指導教員からの最終的な研究指導を受けながら、論文を完成させ

提出する。 

この研究指導体制を経て 2024 年度は 17名に対し修士学位の授与をおこなった。 

 

②改善すべき課題・今後の対応方策 

 2024 年度は本研究科における初の学位授与となったが、論文審査及び学位授与決定

後の研究科委員会においてその研究指導体制について、FD 活動「研究指導内容の可視化

への取り組み」の一環として修了者への研究指導内容について懇談の機会を設け、2つのコ

ース（修士論文コース・特定課題研究論文コース）、3 つの分野から学生を指導する 5 名の

教員を研究科委員長が指名し、その指導教員が作成した指導内容報告書に沿って意見交換

を行った。その結果、課題として挙げられたのが次の点であった。 

・本研究科の特長である学際性をいかに学生の研究活動に取り込んでいくか 

・少人数における指導の課題とその解決手段にはどのようなものがあるか 

・コースごとの研究指導の在り方 

 これらの課題は一朝一夕に解決するものではないが、本研究科ではその対応方策の一つ

として、他研究科よりも高い頻度で授業・研究指導に関するアンケートを実施し、その結果

内容について研究科委員会で懇談を行っている。この教員間での情報共有や課題解決への

意見交換による FD 活動を継続することで研究指導の質の担保、維持・向上を図っていく。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

国際情報研究科委員会では、2024 年 2 月から 10 月にかけて 2023 年度の研究科運営

の検証および課題の抽出を行い、改革のための論点整理及びそれぞれの施策の具体的内

容を取りまとめ、既に 2025 年度の研究科運営体制として以下のことを実施している。 

■志願者増加に向けた取り組み 

① Web サイトのコンテンツの充実・Web 広告対象地域拡大 

② 留学生へのアプローチ 

③ 2026 年度入試に向けた試験日程変更（1 か月半前倒し） 

■「専門共通科目」ベースライン科目の再編成 

2025 年度よりカリキュラムポリシーにある「情報学または法学の基礎知識を有さ

ない学生を想定し、様々な基礎的素養を持つ学生に共通の知識基盤を構築すること」

をさらに充実させるために、これまで総花的な内容となっていた科目は本研究科での

学修を進めるうえで必要な知見や手法に主眼をおく講義内容とした。また、情報学と

情報法の双方の分野の基礎知識を修得することを目的として設置した選択必修科目は

学際性を有する本研究科の特長的な科目として両科目とも必修とし、それに伴い内容

の類似性が高い残り 2科目の講義内容を 1 科目に整理し、社会人学生にもより効果的

かつ充実した学びとなるカリキュラム編成を行った。 

39



 ■社会人の資格取得などのリスキリング志向に対応した科目の設置（基本情報技術 

者試験） 

リスキリングへの需要にも対応していることを大学内外に示すことができると

同時に、学修意欲が高い非就業学生に対し資格取得の機会となりうる科目の設置

を行った。 

 2025 年度は以上のような各種施策実施検証の時期となる。検証のためのデータ（授

業アンケート、志願者数、科目履修者数など）を参考に今年度末に研究科としての中

間見直しを実施する。 

                                  以上 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

学部・研究科名称：法務研究科 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所

法務研究科は、本学の建学の精神である「實地應用ノ素ヲ養フ」を法曹養成において体現

する機関として 2004 年 4月に開設され、現在は本学創立の地である駿河台キャンパスにお

いて教育研究活動を展開している。直近の 2024 年度司法試験においては 83 名の合格者を

輩出しており（全国 5 位、私立大学 2 位）、在学中受験合格率は 64.2%（全国 5 位、私立大

学 2 位）と、「法科の中央」の存在感を示す実績をあげている。 

本研究科の特色・長所は次の 3点をあげることができる。 

○法曹界屈指の OB・OG ネットワーク

創立以来、全国に数多くの法曹を輩出してきた伝統と実績を背景に、実務講師による学修

支援や「エクスターンシップ」をはじめとする教育活動における支援、就職セミナー等の就

職サポート、奨学金制度を通じた経済支援等、全国的な OB・OG ネットワークを最大限活用

して充実した支援を行っている。 

○目標達成のための徹底したサポート体制

司法試験合格という目標に向け、正課内・外ともに充実したサポートを実施している。正

課内においては、「６つの法曹像」を掲げ、将来を見据えた学修が可能な豊富な科目を要す

る教育課程を編成している。正課外のサポートとして、専任教員によるオフィスアワーや学

期末の個別面談制度、実務講師による学修相談制度等、個々の学生の状況に応じたきめ細か

なサポートを受けることが可能となっている。加えて、課外講座「法務研修プログラム」に

おいて司法試験合格に向けた各種講座や演習を実施しており、一部については入学前から

利用することが可能となっている。 

○多様な仲間と出会える大規模ロースクール

現在、全国の法科大学院において入学定員 100 名を超える大学院は本学を含め 5 校のみ

である。加えて、本研究科では本学を含む全国の 11 大学と法曹養成連携協定を締結し、多

様な地域からの学生を受け入れている。多様な背景をもつ学生が互いの個性を尊重しつつ

学びあい高めあうことは、本学創立以来の DNA であり、本研究科はこれをしっかりと受け継

いでいる。 

 このような特色を活かし、さらに長所を伸ばしつつ、本研究科においては目先の司法試験

合格に留まらず、四半世紀先の社会を支えることのできる足腰の強い法曹の輩出に努めて

いる。 
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②改善すべき課題・今後の対応方策 

 一点目は、司法試験 CBT 化に向けた対応である。2026 年度以降の司法試験においては短

答式・論文式試験において PCによる答案作成が導入されることとなっており、問題文及び

六法の参照、答案作成のための構成用紙の活用、全てが PC上で行われる予定であることか

ら、これら操作の習熟度が成績に影響する可能性がある。本研究科においてはこれを見越し

て研究科で行う教育活動にも CBT を導入することを計画しているほか、学生に対して適切

な情報発信を行い啓発に努めている。 

 二点目は、現在導入している厳格な成績評価の運用状況の検証である。本研究科において

は成績評価に関する内規を定め、これを運用することで法科大学院に求められる客観性及

び厳格性を確保している。学生の学業成績と司法試験合格率には高い相関があることが明

らかになっており、学生の質の向上にも一定の成果をあげていると評価している。他方で、

学生の学業成績（GPA）分布の状況や近年の司法試験の出題レベルの変化等を踏まえ、組織

的な検証を行う必要も生じている。この点については、教務委員会及び FD委員会が協働し

て検証を行い、FD研究集会等を通じて研究科内での共有を図っていく予定である。 

 

２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

①「率の向上を起点とする数の増加」に向けた施策の展開 

 近年、本研究科においては司法試験合格率の向上に向け、教育活動の改善や支援体制の充

実に注力してきた。その結果、初受験（2022 年度までは修了 1 年目、2023 年度は修了 1年

目＋在学中受験）、2024 年度は在学中受験）における合格率は、2017 年度は 27.3％であっ

たものが、2024 年度は 64.2%まで大きく改善した。 

法曹をめざす受験生とその父母にとって、法科大学院選びにおける最重要の指標は司法

試験合格率であり、そのことは過去の司法試験合格率と入学試験における歩留まり率の相

関データからも明らかである。司法試験の合格率向上は、受験生とその父母からの信頼の獲

得→志願者の増加と競争倍率の向上→質の高い学生の入学と定員充足率の向上→司法試験

受験者数の向上→司法試験合格者数の増加という正のスパイラルの起点となる。2024 年度

司法試験結果及び 2025 年度入学者選抜においてはこのことを裏付ける結果が得られており、

これまで本研究科が取り組んできた諸施策が着実に結実しつつあると評価している。この

状況と取り組むべき方向性については教授会等の機会を通じて研究科内で共有し、今後も

教育活動をはじめとする諸活動のさらなる充実と質的向上に組織的に取り組んでいく。 

 

②定員管理の厳格化 

 駿河台キャンパスの施設上のキャパシティ及び時間割編成上の限界から、厳格な定員管

理が重要な課題となっている。2025 年度は、原級留置者の増加と入学者の歩留率向上によ

り、2 年次の在籍者数が 200 名を超える事態となっており、施設面や授業運営面の影響が少

なからず発生している状況である。在学中の学業成績と司法試験合格率には高い相関があ
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ること、司法試験合格の先を見据えた法曹養成を目標としていることから、安易に進級要件

を緩和することは得策ではないが、成績評価の運用状況について検証を行い、適切な運用に

組織的に努めることで原級留置制度の適正化を図っていく。他方で、入学試験の合否判定に

おいても、過年度の入学試験データ、入学後の学業成績及び司法試験合否のデータ等を用い

た多角的な分析を行い、精度の高い合否判定を行っていく。 

 

③学生生活環境の改善・充実 

 法科大学院の学生は、授業や自習のため、キャンパス内に滞在する時間が極めて長いとい

う特徴がある。そのため、生活の場であるキャンパス内の環境を十全に整える必要がある。 

 ハード（施設）面においては、学生がキャンパス内で食事をとる際に利用する給湯設備が

不足していることが課題であり、この点については管財部とも課題を共有の上、今後の施設

計画において改善を図っていく予定である。 

 ソフト面においては、学修上のストレスや人間関係面でのトラブルを抱える学生が少な

からず見受けられること、しかしながら、学生相談室がキャンパス内に設置されておらず、

トラブルや問題を抱えた学生のメンタル面の支援体制が構築できていないことが課題であ

る。法科大学院の学生は茗荷谷キャンパスの学生相談室の利用が可能であり、この点につい

て、学生だけでなく教員にも周知を図っている。今後は、カウンセラー有資格者の配置につ

いても取り組んでいく。 
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「学部・研究科における現状及び改革・各種施策の方向性に係る報告」 

 

学部・研究科名称：戦略経営研究科 

 

１．学部・研究科の現状について（2025 年 5 月現在） 

①学部・研究科の特色・長所 

戦略経営研究科は、戦略経営専攻（専門職学位課程）とビジネス科学専攻（博士後期課程）

を置く１研究科２専攻から構成される研究科である。いずれの専攻においても、経営戦略を

中心に「戦略」「マーケティング」「人的資源管理」「ファイナンス」「経営法務」の５分野総

合的、有機的に学修・研究できる教育を提供している。 

戦略経営専攻の大きな特色は、「ビジネス・パーソンに特化した」ビジネススクールとい

う点である。「戦略経営を実践し、自分を変え組織を変え社会を変えるチェンジ・リーダー

を育成する」を実現するためのプログラムとして、国際認証基準を満たす「ＭＢＡスタンダ

ード」と、他のビジネススクールにはないユニークな「CBS（Chuo Business School）オリ

ジナル」と呼ばれるカリキュラムを提供している。 

「MBA スタンダード」は、５分野の理論と実践を、授業内の講義とディスカッションを通

じて、基礎科目、発展科目、専門科目と、２年間で段階的に学ぶ内容となっている。なお、

基礎科目はすべて必修である。 

「CBS オリジナル」は、中央大学の「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学の精神と「行動す

る知性（Knowledge into Action）」というユニバーシティメッセージを体現する科目とし

て、ケース組織に深く入り込んで経営課題を発見し課題解決案を提案する実践体験型の「フ

ィールド・ラーニング」がある。2025 年度においては、米国シリコンバレーとベトナムで

実施される海外でのフィールド・ラーニングを含む 6 科目のフィールド・ラーニングが開講

されている。また、１年次に学んだ各分野の知識を総合し実践に生かすためにビジネスプラ

ンを実際に作成する「アントレプレナーシップとビジネスプランニング」が２年次前半の必

修科目として設けられている。２年次の必修科目には、学びの集大成を行うゼミナール方式

の「プロジェクト研究」もあり、学生が自身の課題意識に基づき研究を行い、論文・事業計

画書・事例分析などを作成する。 

CBS オリジナルのカリキュラムとして特に特徴的であるのは、「アクション＆リフレクシ

ョン」のサイクルである。学生がチェンジ・リーダーとして絶え間なく成長し学び続けるこ

とができるよう、１年次の必修科目「リーダーシップコア」において各自が目指すリーダー

像を描く。その実現に向け、科目履修を通じて学んだ内容を職場等で実践（アクション）し、

その結果やプロセスを講義内で内省（リフレクション）するとともに、半年ごとにリフレク

ション・セミナーを開催するなどし、さらなる知識の獲得や実践に生かすというビジネス・

パーソンに特化したビジネススクールならではの学習サイクルを構築している。 

授業形態については、コロナ禍を経て 2022 年より、「平日オンライン授業」＋「週末対面
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授業」の組合せを実施している。平日は多忙な社会人学生の学びやすさを優先するとともに、

週末は対面での濃密なコミュニケーションによる気づきを重視した科目を配置し、ヒュー

マンネットワークの構築にもつなげている。定期的に実施している学生アンケートでは、こ

の授業形態は概ね好評であり、この授業形態が本研究科への入学の１つの大きな要因にな

ったとの声も多い。なお、アンケート結果によれば「知識の習得」に関してはオンライン授

業も対面授業も差はないが、「教員や他の学生とのつながりが得られた」に関しては圧倒的

に対面授業のほうが高い。必修科目が配置されているため全員が登校する週末が対面授業

となっていることは重要な意味を持つと考えている。 

こうした取り組みにより、戦略経営専攻の学生の受け入れ状況は、2024 年春入学者 65 名

（定員 50名、前年比 130.0%）、秋入学者 28名（定員 30名、前年比 93.3%）となり、通年で

の収容定員充足率は116.3％となった。2025年春入学者は64名（定員50名、前年比128.0%）、

2025 年秋入学者（定員 30 名）の入学試験は 7月に実施予定である。また、教員組織は、専

任教員 16名が中心となり、非常勤や兼任の教員とともにカリキュラムを運用している。 

また、2022 年には、ビジネス教育に対する３大国際認証の１つである AMBA（The 

Association of MBAs：英国、以下、「AMBA」という。）より認証を取得した。この国際認証

の取得により本研究科は、世界トップクラスのビジネススクールと並び、教育研究活動の質

が担保されることになった。また、今後も本認証への対応を通じて、教育の質向上に係る不

断なる改善努力を続けていく。 

ビジネス科学専攻については、経営戦略を中心に関連諸分野の知識を総合し、適切な処方

箋を示し実行できる高度専門職業人の育成を目的としている。前述のとおり、経営戦略を中

心とした５分野の特徴を活かし、それぞれの研究内容や方法に沿った２つの博士学位（経営

管理、学術）を授与している。 

ビジネス科学専攻の学生の受け入れ状況は、2023 年度入学者１名、2024 年度入学者０名、

2025 年度入学者１名となっている。 

②改善すべき課題・今後の対応方策

我々のこれまでの課題は、定員を充足することであった。戦略経営専攻においては、明確

にターゲット・セグメントへの訴求を強化したところ、この課題はかなり改善されてきた。

今後は、入学者と修了生の満足度と学習成果を高めていくことが課題であり、それが入学希

望者の増加につながるような好循環を作っていく。 

一方、ビジネス科学専攻においては、2023 年度の収容定員に対する在籍学生数比率が 0.25

と低く、2023 年度機関別認証評価において定員管理を徹底するよう改善課題が付された。

今後は、入学者選抜において博士後期課程への適格性を厳格に判断しつつも、定員見直しも

含め定員充足を図るための方策を検討していく。 
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２．今後の改革や各種施策の推進にあたっての方向性 

・ビジネス・パーソンに特化した大学院

引き続き「ビジネス・パーソンに特化した」ビジネススクールという特色を際立たせる方

向で各種施策を推進していく。 

・さらなる国際化

国際認証の取得により、海外の認証校との交流も今後増加していく。25 年度には米国シ

リコンバレーとベトナム、26 年度は米国シリコンバレーとタイで実施される海外でのスタ

ディツアーなど、さらに国際化を進めていく。 

・平日オンライン＋週末対面の組合せ

「平日オンライン授業」＋「週末対面授業」の授業形態のうち特にオンライン授業につい

ては、オンラインであっても本研究科の授業の特徴である「CBS 型ディスカッション」が効

果的に行われるよう、一層のノウハウの蓄積・標準化、共有を図る。 

以 上 
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【５．ルート（手段）の詳細・スケジュール】
2025年4月1日から法律が施行されるため、遅くとも当該年度内(2026年3月31日まで)に対応する

〇2025年3月まで　　※取組内容　①、②、③、④
　・基本的な対応事項、現状分析、他大学ヒアリング、学内関連部署と相談をして、入試課内での基本方針を作成する

〇2025年4月まで　　※取組内容　⑤、⑥、⑦
　・入試管理委員会と相談の上、入試管理委員会での承認
　・承認事項にもとづき、各対応者に作業依頼をする

〇2025年9月まで　　※取組内容　⑧、⑨
　・中間時期として、作業進捗確認を行う

〇2026年3月まで　　※取組内容　⑧、⑨
　・年度末として、作業内容を確認して、法律に沿った対応となっているか確認をする

【６．結果】
①達成状況
2026年3月31日までに学校教育法施行規則の改正に沿った情報の公表を完了（予定）し、目標を達成いたします。
あわせて、2025年度経常費補助金の要件である「（1）学力検査等の内容（2）試験問題、解答・解答例、出題意図（3）合否判定の方
法および基準（4）合理的配慮の提供に関する対応方法」についてもすべて充足する見込みであり、補助金額への影響はありません。

②進捗状況
2025年7月時点で、「合理的配慮の提供に関する対応方法」および、一部の入試（特別入試の一部、一般選抜の5学部共通選抜）にお
ける試験問題等の公開は完了し、2026年7月を目途に全入試区分の情報を公開するよう準備を進めておりました。
しかし、2025年8月26日付の日本私立学校振興・共済事業団による通知（令和7年度「情報の公表」）にて、施行規則に基づく詳細な
公表基準が示されました。未対応の項目がある場合、2025年度経常費補助金が約10％減額される恐れが生じたため、計画を前倒し、
2026年3月31日までにすべての入試区分において必要項目を公開できるよう、対応を完了(予定)となります。
なお、2027年度入試以降も継続的な公開を担保するため、事前周知からデータ回収・公開に至る一連の業務をルーティン化し、運用
体制の構築を検討しています。

〇遅くとも年度内(2026年3月31日まで)に学校教育法施行規則
の改正に沿った情報の公表を完了させる

　
　
因
果
関
係

〇取組内容
　①対応すべき事項(対応内容・時期)を整理すること
　②対応すべき事項が、達成・未達なのかを整理すること
　③学内関連部署(学事部企画課、各学部事務室)と対応事項の
方向性について相談すること
　④同規模他大での対応状況について、ヒアリングすること
　⑤入試管理委員長に基本方針を相談すること
　⑥入試管理委員会に上程し、基本方針を決定すること
　⑦基本方針に基づき、各対応者に作業依頼をすること
　⑧作業内容(成果物等)の確認をすること
　⑨法律に沿った対応となっているか再確認すること

2025年度【入学センター組織評価委員会】年次自己点検・評価レポート
自主設定課題 学校教育法施行規則の改正に伴う対応 大学基準による分類：学生の受け入れ

【１．現状】（課題を含む） 【２．原因分析】
〇2025年(令和7年)4月1日から学校教育法施行規則の一部改正
が施行されるため、入試課で必要な対応を行う必要がある。
具体的には「入学者の選抜に関すること」について、情報を公
表する必要があり、以下の事項があげられる。
　①試験問題、解答又は解答例及び出題意図について、原則と
して公表すること
　②合理的配慮に関する一般的な例を公表すること
　③合理的配慮の提供については、当該受験生と事前相談を実
施することが望ましいこと
　④学部の入試方法の区分ごとの受験者数、合格者数及び入学
者数、についても公表に努めることが望ましいこと
学校基本法施行規則の該当条文が抽象的であるため、今回の改
正で求められている水準を整理する必要がある。その上で現在
の本学の取り組みで充足しているのか否を調査する必要があ
る。

何
故
そ
う
な
っ

て
い
る
の
か
を
記
述

これまでも本学の水準で対応していたが、その水準を検証して
おらず、また、監督官庁等からも特段の指摘を受けていなかっ
た。
しかし、今回の法改正を受けて、2025年度内に法律に沿った対
応をする必要が生じている。

【３．到達目標】 【４．目標達成のルート（手段）】
どう改善するか

ど

う

改

善

し

た

か
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① 特に多摩キャンパス体育施設利用で存在していた、複数の
学生支援関連組織で行われてきた重複・縦割り業務がゼロに
なっていること。

② 利用者が多摩キャンパス内のいずれの体育施設についても
予約から貸し出しまでワンストップで行えるようになっている
こと。

③ 上記①と②の結果、主に多摩キャンパスの体育施設の利用
率が昨年度から向上していること。

④ 上記を通して、体育施設管理を起点として正課外活動を進
める際の困りごとや要望の対応など、学生サービスの統合化に
向けて前進できている状態

　
　
因
果
関
係

①2024年度においてできた学事・社会連携課、体育施設運営セ
ンター事務室、学友会事務室及び学生生活課による体育施設利
用者管理部署の連携において、2025年度も継続して新システム
導入マニュアルの策定などを通じて、業務の共有化を図る。

②予約から貸し出しまでワンストップで行えるような新システ
ムを導入し、全学的に周知を行う。

③利用率の確認のために、体育施設利用状況を定期的にチェッ
クするとともに、年2回程度利用者に対してアンケートを取っ
て、利用者のニーズを確認し、より利用しやすくするための改
善に繋げる。

2025年度【教学運営組織評価委員会】年次自己点検・評価レポート
自主設定課題 体育施設管理を起点にした学生サービスの統合化 大学基準による分類：学生支援

【１．現状】（課題を含む） 【２．原因分析】
①体育施設利用に関する業務について、体育施設運営センター
事務室、学生生活課、学友会事務室が組織ごとの管理範囲を決
めており、それぞれの事務室が対象者別に受付業務を行ってい
る。その結果、業務が一部重複している。また、学内関係組織
との情報のやり取りは紙ベースで行われていて、時差が発生し
ている。

②一部の体育施設については、平日1～4限については利用率が
低いにも関わらず、学内他組織にその情報が共有されておら
ず、結果として利用したい人がいるにも関わらず、利用できな
い状態になっている。

③学生においては体育施設の空き状況をリアルタイムで知る方
法がなく、また予約手続き等で窓口に何度も行く必要がある。
さらに、キャンセルする時の方法が明確になっていない。
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①～③小規模な改善が図られているものの、（学園紛争の余韻
がある）多摩移転時に定めた規程に基づいて定められた手続き
フローが続いている。
現在、利用頻度と利用範囲が最大の学友会事務室において、体
育施設の管理状況をエクセルシートで作成し、それをDBとし
て、関係課室で共同管理している。しかし利用者に対しては、
制限付きでの公開状況になっており、また、利用者区分によっ
て管理窓口が異なるため、使いたいと思った人がすぐに空き状
況などを確認できる状況にはない。組織ごとの管理範囲を越え
て利用することに抵抗感を持っている課室があることも現状維
持になっている要因のひとつである。
上記に加えて、新しい管理方法についての試みについて、既存
組織を超えて検討・検証をする体制になっていない。

【３．到達目標】 【４．目標達成のルート（手段）】

【５．ルート（手段）の詳細・スケジュール】
①体育施設に関係する部課室のメンバー（学事・社会連携課、体育施設運営センター事務室、学友会事務室、学生生活
課）で定期的（3月（前期開始前）、9月（後期開始前）は月2回/5,6,7,10,11,12,1,2は月1回）なミーティングを開催
し、マニュアルの策定等業務の共通化を行う。

②新システムについて、manabaにプラットフォームをつくり、Cplusにて学内構成員にアナウンスを実施する。（できれ
ば4月）

③学生に対し説明会を実施する（5月頃、9月頃）

④クラウドシステム登録者に対してアンケート調査を実施する（7月、2月）

【６．結果】
・学生生活課からの業務移行を完遂。学友会事務室分も2026年1月にシステムへ完全統合し、部署間の重複・縦割り業務を順次解消で
きている。
・庶務課や外部委託業者（ビズ等）とのリアルタイムな情報共有が可能となり、「紙による運用」の完全撤廃とDX化を推進。
・体育施設管理システム（Space pad）導入により、窓口来訪不要のオンライン完結型ワンストップサービスを構築。
・学生への説明会は実施しなかったものの文書による周知のみで、予約学生からの混乱・問い合わせは発生せず、スムーズな運用を
実現。
・第二体育館の工事による施設減少に対し、システム上の空き状況データを活用した第一体育館への代替誘導・調整を実施。
・体育施設管理を起点とした事務運営基盤が確立。今後はアンケート等を活用し、学生ニーズを反映した運用の最適化（PDCA）を継
続。
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学生、生徒、教職員等各構成員を対象とした効果的な手法及び
内容でハラスメントの防止啓発を行い、特に防止啓発講習につ
いてはのべ参加者数を2024年度より10％増やす。

　
　
因
果
関
係

ハラスメント実態調査2024の分析結果やこれまでに発生した事
案・相談内容に基づき、大学内で必要なハラスメント防止啓発
活動に係る研修等の検討を進め、学内での防止啓発に向けた活
動を順次実施していく。なお、2023年度まで実施していた希望
参加型の防止啓発キャンペーンに代えて、2025年度は対象学生
全員が参加する新入生向け防止啓発講習を、導入可能な学部で
実施する。また、ハラスメント実態調査2024の分析結果は2025
年度に構成員に報告する。

2025年度【ハラスメント関連組織評価委員会】年次自己点検・評価レポート
自主設定課題 構成員のハラスメント防止意識の醸成と定着 大学基準による分類：学生支援/大学運営・

財務

【１．現状】（課題を含む） 【２．原因分析】
本学におけるハラスメント防止啓発活動は、「中央大学ハラス
メント防止啓発に関する規程」及び「中央大学ハラスメント防
止啓発ガイドライン」に基づいて各年度ごとに基本方針を策定
し、全構成員にいきわたる防止啓発活動の実施を目指してい
る。
防止啓発活動の効果を計るため、措置勧告案件の減少を一つの
指標としているが、措置勧告案件については、2020年度→2
件、2021年度→3件、2022年度→4件、2023年度→3件と推移し
た。措置勧告案件0件を目標に啓発活動に注力しているとこ
ろ、特に重大なハラスメント事案を減少させるには、一部の無
自覚な行為者に対してどのように防止啓発の働きかけをしてい
くべきかが課題である。
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社会風潮としてハラスメントは身近な問題であり、相談窓口の
認知度は高くなってきている。また、多くの構成員の間で、ハ
ラスメントは許されないという認識と、より早い段階での適切
な対処が必要であるという意識は醸成されてきている。一方、
構成員一人ひとりがハラスメントの理解を深めるための防止啓
発を対象者に直接働きかけるなどより実効性のあるものにして
いく必要がある。

【３．到達目標】 【４．目標達成のルート（手段）】

【５．ルート（手段）の詳細・スケジュール】
 1．ハラスメント実態調査の分析　～2025年4月
 2．新任専任教員・新入職員向け研修会の実施　2025年4月
 3．課長・副課長昇進者対象研修会の実施　2025年8月
 4．附属生徒向け講演会の実施　2025年6月～2026年3月
 5．教授会・附属校・課室へのハラスメント実態調査2024報告書の配布　2025年6月～7月
 6．教授会・附属校・課室への2024年度活動報告書及びハラスメント関連記事一覧の配布、
　　相談事例報告、などによる、各機関選出委員による啓発　2025年6月～2026年3月
 7．構成員向けハラスメント防止啓発研修の実施　2025年4月～2026年3月
 8．附属中学・高校教員向け研修会の実施　2025年7月～2026年3月
 9．発生事案に対応した防止啓発に係る講演会等の実施　発生時適宜
10．構成員別リーフレットの配布　2025年4月～6月
11. 新入生・在学生向け防止啓発講習　2025年4月～2026年3月
12.その他の防止啓発活動及び研修　随時

【６．結果】
1.上半期の進捗状況
　・ルート（手段）の1～3及び5～6、10～11については、予定通り実施した。
　・11の新入生向け防止啓発講習は、2025年度に新規で文学部の1年次必修の授業の中でハラスメント講習を取り入れてもらい、より
多くの構成員への防止啓発の機会となった（4月実施済）。
【今後の予定・展望】
・ルート（手段）4の附属生向け研修、8の附属中学・高校教員向け研修については、複数校で日程や内容の調整を行い、実施に向け
た準備を進めている。一部においては6月に実施済となっている。
2.年度末報告
・ルート（手段）4及び8も予定どおり実施した。7についても3学部の教授会でそれぞれ研修会を実施した。
2025年度は新規で文学部1年生必修（約1000名）、3学部教授会（各92、94、136名）の研修を行い、また、中学・高校教員の研修も従
来隔年実施のところ、全ての附属学校で実施となった。防止啓発講習の延べ参加者数は、2024年度に約1930名であったところ、2025
年度は約3800名で約96％増となった。できる限り対面実施としているため、より意識の向上につながるものと考えている。
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